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１．はしがき

戦後日本の産業政策は、主として｢産業構造政策｣という形で展開され，ま

た「産業構造ビジョン」という政策指針のもとで実施された。実際に行われ

た産業榊造政策は，場当り的な内容のものも少くなく，政策指針と実際との

ギャップが少からずあったことが指適されている。しかし，その政策指針と

政策実施が，その時々において，戦後日本の産業の発展と救済に大きな力を

発揮してきたことは周知の事実である。そのことは，今日では、先進諸国や

それへのキャッチアップをめざす諸国の特別の関心を呼んでいる。

しかし，そのような「産業構造ビジョンと産業構造政策」にかんする，個

々の産業政策研究ではない総合的な研究，殊に，総合的な批判的論理の視角

からの研究は多いとは云えない。そこには，そのような視角からの「産業構

造論」の研究蓄積が不足しているという事情があるのかもしれない。

そこで，批判的論理の視角から｢産業構造ビジョンと産業構造政策｣に対す

る総合的な研究を試みようとする場合，その理論的基礎においても,｢再生産

論｣，「国家論｣，「独占資本主義論」等のいわば総合的再編成が必要であるよ

うに思われる。しかもその再編成は，現状分析に適用しうるような現実指向

をもつ論理形成が必要である。私は，以前に拙著')において，そのような試

みを産業構造論の基礎的研究を含みつつ不十分ながら行ったことがある。

本論文はその研究の延長線上にある。

ここでの考察は，上記の総合的研究やさらに「あるべき産業構造」の在り

方を探究していく場合，「産業構造ビジョンと産業構造政策｣の具体的状況の

中には，どのような諸問題があるのか，を明らかにすることを主な目的とし

ている。その場合，上記のような既存の論理の射程を越える様々な難問題に

直面することは避けられないと思われる。それらの問題への試行錯誤的な思

考の中から，「産業榊造ビジョンと産業構造政策｣に対する総合的な批判的論

理の視座を探っていくことにしたい。

〔注〕

1）拙著『国民経済と独占の樹造』（ミネルヴァ轡房，1983）
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２．産業構造政策の位置づけ

（１）産業政策の構成

産業構造政策は，経済政策全体の中でどのような位置を有しているのかを

概括的にみておこう。産業構造政策は，産業政策の中心的な項目として実施

されてきたが，その点を中心に産業諸政策の便宜的な区分整理を行うと以下

のようになる:）

産業政策の構成

通商政

策政政

融政

商政

業政

林･漁業政

働政

境政

般的産業政

産業榊造政

産業基盤政

環境保全政

別的産業政

経済政策

業組織政策（独禁法等）

一般的産業政策は，産業全体の発展促進，調整，育成保鐡にかかわる政策

であるが，個別的産業政策は，鉄鋼業，繊維産業といった個々の産業の発展・

育成にかかわる政策である。狭義の産業構造政策は，主として産業全体の発

展にかかわる重要産業の育成，衰退産業の整理，産業間バランスの調整等を

内容としていると考えられるが，通産省の政策文書にみられる「産業構造政
●●

策」という用語の使い方は，上記の産業構造に直接関係のなし､より広範な内

容を持っており，殆んど産業政策に近いとさえ云えよう。２)また，その用語
の内容構成は時代の推移に伴って変化しているが，概して云ば，独占禁止法

にかかわる産業組織（秩序）政策は入れられていない。そして今日，ますま

す対外的な通商政策との関係が緊密になっている。これらの点を考慮すると，

一般的産業政策と個別的産業政策に，産業構造に関係する通商政策を加えた

ものを広義の産業構造政策とし，一般にはこの意味でこの用語が使われてい

るとするのが現実的妥当性を有していると考えられる。

もっとも，この現実的妥当性は今日の日本の現状から見た場合のことであ
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って，産業構造の在り方を根本的に問うような観点からすれば，それと違っ

た内容が考えられよう。本稿は，前述したように，上記のような広義の産業

構造政策を対象とし，分析の出発点としながら，産業構造の在り方を根本的

に問ういわば下向過程の作業を行うものである。この作業方向に沿って，産

業構造政策の今日的位置と理論的課題を以下に考察しよう。

（２）産業構造政策の今日的位置

１）産業政策の登場の背景

産業政策(industrialpolicy)が，その政策内容も用語も日本特有のもので

あり，諸外国に先行して現われたことは，これまでしばしば指摘されてきた?）
諸外国でこの用語が認知され，その後のかなりの研究書の出現のきっかけを

作ったのは，1971年にＯＥＣＤより出された「加盟14ケ国の産業政策」という

報告書であったと云われている:)OECDはこれ以後もこの種の報告書を出し

ているが'1980年代に入ってアメリカにおいても「産業政策論争industrial

policydebateyが起きるほどの重要な課題となっていった。

上記のような諸外国での産業政策の台頭の理由を考えてみると，各国毎に

様々な事情が存在しようが，概括的に云って次の３点が注目される。第１は，

直接的契機となった「石油危機」が，市場機織の機能不全を増巾し，産業間
●●●

の発展格差を拡大して「榊造的」なゆがみが著しくなった事態への対応とし

て現われているという点である。ＯＥＣＤにおける産業政策が「積極的構造調

整政策PositiveAdjustmentPolicy」の形を中心に進展していることが，そ

の点を示しているZ)第２は，戦後のケインズ的一新古典派総合的経済政策の

行詰まりの中から出現した，マネタリズムーレーガノミックスに依る経済政

策の，一層の行詰まりに対応する役割を帯びて現われているという点である。

アメリカの「産業政策論争」が，レーガン政権の経済政策に対置する政策の

論争として，民主党サイドで起きている点は興味深い?この｢論争｣には，
当然のことながら，市場機榊の機能不全を補完する政策介入の新たな方策の

模索が含まれていると共に，産業や地域の特定部分の政策利害と全体の政策

利害とはどのような政治経済的制度によって調整ざれうるかの問題をも含ま

ざるをえなかった?

－３０－
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第３は，戦後におけるアメリカ経済力の相対的低下と日本，西ドイツを中

心とするＥＣ諸国，そしてＮＩＥＳの経済力の増大という状況の中で，世界経

済における諸国の競争はますます激化しているが，これに対応する諸国の今

日的な「国民的」経済政策への模索として現われている点である。先述のア

メリカ「産業政策論争」は明白な成果を示していないが，それは今や新しい

局面において．国際競争力形成の問題として展開されようとしている:o）

このような近年の諸外国における産業政策の台頭，とりわけ70年代以降の

先進諸国において注目される状況に比べ，戦後の日本がそれに先行して

他に類をみない強力な産業政策を展開することになった理由は何なのか。概

括的に云えば，次の５点が考えられる。

第１は，戦後の経済復興の政策機構において，重点産業や問題産業に政府

の援助や指導が強力に介入するという日本型産業介入政策が形成される場合，

後発資本宝義圃が先進国に迫つくための維新以来の殖産政策の伝統，さらに

戦時統制経済の遺産等の，いわば日本の伝統的産業振興政策の歴史的影響を

受けざるをえなかったという点である。「産業政策とは通産省が行う政策で

ある」という評判となった定義】Ⅲ土，産業政策が通産省のアドホックな問題
対応の過程で生まれ定着したものであることをよく示していると云われてい

る'２１６罫，アドホックな政策展開が，強力に機能し，強力な機構として定着す

る背景として，上記の歴史的要因の強靭な持続性，再生性が在ることに注意

する必要があろう。

第２は次の点である。戦争による経済崩壊からの復興は，戦勝資本主義大

国アメリカの政策方針に沿う形で行われたことから，社会主義諸国との経済

関係断絶のもとで，戦後日本資本主義の牽引車としての基幹産業・新興産業

＝独占資本の復興・発展を中心として展開されることになった。その復興・

発展に向けて少ない資金と資源を重点的，効率的に集中配分するために，強

力な生産部面・産業への介入政策がとられた，という点である。

第３は，戦後日本資本主義の拡大発展を保障する経済秩序を，市場機構に

全面的に求めることは，インフレーションや独占資本肥大の不可避性からみ

て不可能であった。従って，生産部面での経済秩序を直接作り上げる産業政

策が不可欠であったと考えられる点である。この点は，日本の産業政策が，

－３１－
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産業組織（独禁法）政策よりははるかに産業櫛造政策に重点を置いていたこ

との主要因と考えられる。

第４は，資源が乏しいという日本の自然的制約のもとで経済社会の進展を

はかるためには，稀少な輸入資源，資金等が重点的，効率的に生産部面・産

業に配分される必要があり，そのために産業政策が必要となるという点であ

る。

第５は，戦後初期の「革新」運動の高揚の反映として，「計画経済｣の効用

に対する一定の認識が政策機構の中に形成され，それが産業政策の容認・定

着の一つの要素となった，という点である。産業政策と計画経済との関係に

おいて，より直接的な関係として問題となったのはイギリス労働党の国有企

業・計画経済の場合であるが，この問題は，実際上の産業政策と経済計画，

双方の変容の中で，さらに社会主義諸国の政策変容とも関連しながら，新し

い問題開拓の時代に入りつつあるように思われる。

２）産業構造政策問題への観点

①見直し論議

戦後日本のこれまでの産業政策，とりわけ産業構造政策が，財政・金融政

策を実効あるものにするためにも，経済政策の中で極めて重要な位置を占め

ていたことは，以上の諸点からおのずと理解されよう。ところが，最近，円

高をはじめとする経済の急激な今日的変化の中で，産業織造政策の見直しの

論議が様々な形で起き始めている。

その見直し論議の一つの極は，大蔵省サイドからのもので，「『日本的産業

政策』はもはや過去の遺物だ」という内容のものである。政府と民間の一体

的融合による「日本的産業政策」の最近の形としての「産業構造改善政策は，

石油危機という未曾有の事態に対応するためのキッカケとしては評価できる

が，それ以上のものではない｣｡今や経営多角化，異業種の相互浸透，国際環

境の変化等の状況の中では，「産業｣という枠組において方向づけ，ビジョン

政策を行う有効性は失われている。「こうした状況において，わが国の産業

政策が生き残るためには，産業政策は誘導的かつ情報サービス的な色彩（産

業政策のソフト化）を強めざるをえないと考えられる｡｣というのである33）
この見方は，政策実務家の考え方を非常に良く示している。つまり，産業
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構造政策を時々の問題対応的なアドホックな政策と捉えており，その見方か

らすれば，その政策のこれまでの内容は，経済の急激な変化に伴う新たな問

題に対応すべく変化を余儀なくされていると見るのは至極当然のことと云え

よう。従ってまた，その故に，産業構造や産業構造政策はそもそもいかにあ

るべきかという一定の理念と理論的志向を持った視角，アドホックな政策と

いう把握を越える視角が，その種の見方の中に成長していく余地は極めて小

さいと思われる。もっとも，後述するように，そのような視角が政策実務家

に全く無かったわけではない(例えば，後述する｢国民ニーズに対応する産業

構造」という考え方はその視角の発想に近い）が，独占資本優位の成長主義

的な企業社会の政治状況の中では，その発想が政策装置の内部に蓄積される

余地は殆んどないと考えられるのである。

近年，現在の資本主義の基本動向を前提とする立場での産業政策の実態の

理論的検討や体系的理論構築の研究が出され)4)産業政策にかんする理論分野

での関心が高まる気配を見せている。この研究作業においては，上記のような

産業政策の実際的政治状況がふまえられ，それは「産業政策の理念と実態の

ギャップ25)として認識された上で,「『経済理論としての』産業政策の標準的
な分析的枠組みを作ること｣'6)が意図されている。このような状況は，今や
産業政策が理念のない場当り的な政策であるわけにはいかない事態に置かれ

つつあることを一面では物語っている。

上記の産業政策理論の研究のモメントとして強く意識された事柄は，諸外

国，とりわけ欧米諸国からの日本の産業政策への強い関心の高まりであった。

一面では日本の産業政策の「成功」を教訓とする立場から，他面ではそれが

持つ不公正の批判の立場から，また発展途上国からは自らの発展のための学

習という立場から，関心が高まったと云う。また，国内での伝統的産業政策

への懐疑としての関心をも加え，これらの関心の高まりに応えうる理論構築

が意図されたのである。同時にそれは，その理論構築が，日本の材料を基礎

とする日本発信の新経済学として，新古典派経済学の枠を越える試みである

ことも念意しているy）

②批判的論理の観点一理論的課題一

上にみてきたような，日本の現在の産業政策への様々な接近の中で，本稿
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|よどのような理由と観点で産業構造政策への接近を試みようとしているので

あろうか。その理由については，既に「１はしがき」であらまし述べている

ところであるが，ここでは，上にみてきたような様々な接近との違いを意識

しつつ，その理論的立脚点としての観点について述べよう。それは以下の７

点であるが，いずれも大きな問題であり，理論的模索が開始され始めたばか

りのもの，各観点の堀下げの度合の不揃い，関心の強弱等，整理不十分なと

ころがあるが，いずれもいわゆる「批判的」産業構造政策論の内容として不

可欠の要素，不可欠の理論的課題としてとりあげるべきものである。

その観点の第１は，社会的進歩のための再生産構造の形成を展望しつつ，

それに向いうるあるべき産業櫛造の内容を追求していく，という観点である。

これには２つの論点がある。一つは，資本主義的な産業構造の発展の歪みに

対して，社会的に豊かな「生活」を支えるあるべき産業構造をどのような内

容において対識するか，という論点である。これは，既にマルクス経済学の

多くの業績が示しているような「資本の論理」による資源配分の歪みに対し，

あるべき資源配分の内実を産業繊造の形で示すことを意味している。「資本

の論理」によって展開される産業構造が，増殖する価値優位の不安定・不均

衡な構造であるのに対し}8)あるべき産業構造は，人々の基礎的生活,社会的

生活，自由選択的生活を支える財生産の社会的技術的編成＝社会的技術的産

業構造という，安定的・均衡的な構造という性質を持つと考えられる。この

問題は，後述する｢国民ニーズに対応する産業構造｣の問題にかかわっており，

そこで今少し具体的なレベルで関説したい。

論点の二つは，あるべき産業機造が消費要因（社会的公共施設も入れら

れる）を含む構造とならざるをえないという点である。あるべき産業構造は，

「生活」に規定された一定の社会的編成を持つ使用価値生産の編成として，

資本の無政府的生産に対冠される。従って，その構造は矛盾要因なき再生産

構造と云えるであろう。また，消費要因，消費者がどのようなシステムで生

産＝産業櫛造に内在的にかかわりうるのかという問題は，経済的領域を越え

る内容を持っている。周知の消費者主権論は，独占資本の市場支配力への抵

抗力の所在という点にかんし様々な示唆を与えるが，結局，消費者選択カー

市場機構による資源配分というシステムに帰結し},)｢資本の論理｣を十分に克
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服しうるものとはなりえないと思われる。

観点の第２は，あるべき産業構造の内容を基本的に規定するものとして，人

々の「生活」を据えるということ，別言すれば，「資本の論理｣優位に替えて，

「生活の論理」に依る産業構造を考えるということである。今や消費生活の
●●

多様化の産業への影響は，多品種少量生産(実質は多品種多量生産であるが)，

経営多角化の形で，素材（大量生産）部門を含む全産業に及んでいる。その

消費生活の多様化は，消費生活の基本構造である，基礎的生活（衣食住等を

中心とする部面），社会的生活（公共施設，教育，協同活動等を中心とする

部面），自由選択的生活（娯楽，レジャー等を中心とする部面）の各部面で

進んでいるが，特に，労働時間短縮による自由選択的生活の拡大がそれに拍

車をかけつつある。ここで問題なのは，自由選択的生活の拡大が，所得・資

産格差，地域別格差の拡大とパラレルに進んでいる点である。基礎的生活，

社会的生活の充実なしの見せかけの豊かさが現われ始めている。基礎的生活，

社会的生活を支える財の生産・産業の態勢は，食・住・下水道・教育・文化．

福祉施設等の諸問題にみられるように，不十分なものでしかないのに比べ，

個人的かつ高額差別的奪侈品部門の活況ははなばなしい:o)人々の生活の在り

方は，人々が自律的に決めていくことを原則とするならば，社会的資源配分

の不公正を招く生活の在り方をも自律的に是正する社会システムを持たねば

ならない。消費者運動や生協運動はその萌芽を内包しているが，生活関連の

自律的社会システムが真の実効性を持つためには，さらに，あるべき産業構

造の形成に内在的にかかわらねばならないと思われる。生活論の今後の一つ

の方向は，人々の「生活」とこのあるべき産業構造との生活財（サービスを

含む）を介しての関係と，両者の在り方にかんする協同的意識形成の社会シ

ステムの探求にあるように思われる。

観点の第３は，上記とかかわるが，あるべき産業構造の政策主体の形成は，

産業の担い手と生活者が「生活の論理」に依る協同的意識を作って行く社会

システムの形成として追求されねばならない，という点である。資本主義的

階級関係のもとで生産者と生活者が分離されている状況から，それらが自律

的な一体関係となる理想的状況までの間には，様々な社会システムの形態が

ありうるであろう。その点を問題にする場合，経済主体の経済的・政治的．
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社会的意識と意識的活動の問題に注意しなければならないと思われる。

即ち，その問題を端的に云えば，資本主義的国家の政策意識につきまとう

顛倒した虚偽意識に対し，人々の協同的参加・行為に基づく協同的意識の対

置の問題と云えよう。資本主義国家のもとでの政策意識は，概括的に云って，

実質上その時々の産業の経済力の強弱を反映し，相対的に強い産業の経営者

団体・業界の特殊政策意識の国家政策意識への強力な影響・反映によって形

成されていく。この政策意識形成のメカニズムは，独占資本主義において一

層進展した形態となる:')国家の政策意識例えば産業政策意識は，特殊利害実

現のための特殊政策意識に強く影響されたものでありながら，総体をしては，

市場機欄を通しての資源配分をアドホックに補完するものとして位邇づけら

れ，資本主義的発展の一般的政策意誠に通約されていくのである。後にふれ

る産業構造審議会とその下部組織の諸産業部会は，そのメカニズムの今日に

おける典型と云えるであろう。

先きにふれた，現在の資本主義の基本動向を前提する立場での産業政策経

済理論の織築の作業は，上記の不合理性を是正しようとする志向性を持ち，

産業政策を，いわゆる「市場理念」を基本に題きつつ，「市場の失敗」に対

応し，市場機織を徹底して再生.補完する形で;2)合理的に再編成する内容を
実質上持っている。また，基本的には市場機構への信頼を保持しながらも，

今日の国家官僚機構と企業形態の巨大化による管理的性格の進行を上記より

強力なものと受けとめ，非市場機構・計画経済の役割を市場機構と同等に近

い形で位置づけるよりリァリティーある産業政策論もある。そしてまたそこ

には，「体制運営にとって，競争原理と計画原理に代わる第３のメカニズム

の可能性が乏しい」という判断がある:3）

しかし，市場・競争原理と計画原理が現実に引起こしてきた社会システム

上の諸問題への対処を考えるとき，われわれは「第３のメカニズムの可首雛」

を考えていくのは不可避なのではなかろうか。その社会システム上の諸問題

とは，例えば，市場・競争原理は，社会的資源配分に多くの人々が個人的な

自由と活力をもって参加できる形態を持っているが，結局のところ，失業，

階級格差，独占資本容認，企業優位社会の深化，対外膨脹等を結果する「資

本の論理」の支配を免れないという問題である。また，計画原理は，「資本
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の論理」の支配に対する人間の主体的合理意識による対応，安定性，制御性

等の内容を持っているが，いわゆるテクノストラクチァによるエリート官僚

優位と硬直性を免れないという問題である。従って，「第３のメカニズムの可

能性」として考えられる社会システムは，それらの諸問題を克服しうるもの

として，まず，人間の主体的意識的対応が十分機能しうるような分権制的性

格を持たねばならないと共に，主体の所在を労働者の人間活動的進歩として

の生活者に置き，生産者をその論理に沿って一体化する方向が追求されるこ

とになろう。また，その主体的意識的対応は，計画経済のメリットの引継ぎ

とデメリットの克服を意味し，ある種の対話的，交渉的，学習的行為が考え

られていくことになろう。それらの具体的形態をどのように考えるかを，こ

こで明示的に述べることはできないが，その点を考えていく一つの注目点と

して，その社会システムの基底的かつ主体的な社会集団組織を，「地域的生

活集団」において考えていくという発想がありうるであろう\>このような考

え方は，従来の多くの経済学で，社会の「総体的集団」の体系的方向づけの

中で「部分的集団」が把握されたのに対し，「生活｣に即した「部分的集団」

の方向づけを基底として「総体的集団」の在り方を作りあげていくという，

発想の転換を含んでいるように思われる:5)むろん上記のような思考はいまだ

発想の入り口を探るものにすぎないが，上記の諸点を視角の射程に入れなが

ら，この第３の「生活の論理」を中心とする観点を提示しておきたい。

観点の第４は，産業構造政策の国際的対応にかんしてである。それは，国

内経済の状況（殊に困難回避）から出てくる場当り的な膨脹主義でなく，先

述の「生活の論理」に依る産業構造政策を前提とする対外産業政策を，相互

`恩恵の原則によりつつ展開することを基本としながら，国際的経済調整と援

助の機関の機能強化と理念の進展に努めるというものである。「大国の仮定」

に立った産業政策を現実追認的に高唱するのでなく，「資本の論理」による

商業主義，膨脹主義の対外的産業政策が，競争戦と摩擦の激化，自然環境破

壊の拡大を，限りなく拡大再生産していくことに対処する自律的な体制を十

分考えることから出発しなければならないと思われる。また，経済「テクノ

ストラクチァ」レベルの国際調整・援助機関だけでなく，それに十分影響を

与えうる「生活者」レベルの国際経済機関の形成が不可欠になっていくよう
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に思われる。労働運動，消費者運動，自然環境保護運動等における一層の国

際的活動の高揚と相挨って，それらの枠組を越える「生活者」としての国際

連帯と国際経済政策への主体的対応力の形成が必要となっていくのではなか

ろうか。そのような国際的制度の弾力化，民主化の方向づけなくして，国際

的な自律的政策への展望を見出すことはできないように思われる。

観点の第５は，国内外の自然環境の保全・創造を，産業轍造政策の基本的

条件として設定するという点である。この観点自体については多くの説明を

必要としないと考えられるが，今後特に重要な点は，産業構造政策自体の中
●●

に「自然を創る」という思想を盛込む必要があるという点である。環境アセ

スメント方式の環境保全思想にとどまっては，到底自然環境を保持すること

はできないと思うからである。例えば，現在全国に噴出しているリゾート開

発をみると，地域振興・雇用確保のメリットがあるとは云え，ゴルフ場，ス

キー場，ペンション等のあまりにも多量な開発が，保全法，環境アセスメン

ト基準等を一応クリアする形をとりながら，自然環境破壊をかなりのペース
●●

で進行させることは不可避の状況にある。「自然を創る」という思想と施策

なくして，この政策を前進させることはできないと思われる。そして，この

脈略において農業・林業等の第１次産業の再編成がもっと考えられてよいよ

うに思われる。

また，環境問題は，今や地球規模で考えることが不可避となっている。多

くの書が「地球環境の危機」を訴えているが，その「危機」は容赦なく進行

している:6)このことを直視するならば，これからの産業構造政策城この｢危

機」の思想を内在化することは不可欠であると考えられる。世界経済への進

出箸しいわが国の場合，その課題は一層重要な意味があると云わねばならな

い。また，その考え方の基礎となる産業政策論一経済理論の体系の中に，そ

の「危機」の思想が内在化されねばならないように思われる。

観点の第６は，サービス産業の拡大に伴う対応の場合，先述した第１，第

２の観点における「生活の論理」に依る基本的考え方に沿って，現状では立

遅れる傾向のある基礎的生活，社会的生活にかかわる公共関連，教育・福祉

関連のサービスの拡充を追求していくということである。サービスにかんす

る基礎理論的研究も，その事態の重要さ，他の分野の蓄祇に比べ，決して多
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いとは云えないが，その具体的レベルの研究はさらに立遅れているように思

われる。また，政府の対応も遅れており，サービス産業分類は各省庁でばら

ばらであり，サービス固有のまとまった政府調査もようやく開始されたばか

りである。

サービスの拡大自体は，社会的進歩に伴う人間関係の多様化を示すものと

して評価すべきであろうが，その「産業化」は様々な問題を提出する。その

「産業化」によっていわゆる「シャドウ・ワーク」であったサービスを社会

の中に顕在化させるという面があるが，それは同時に人間関係が価格表現化

され，ひいては「資本の論理」に乗せられていくことを意味する。また，そ

のようなメカニズムに乗らない或は乗りにくいサービス（例えば，福祉的奉

仕的サービス）は，相対的に弱体化が進行する傾向がある。その一方で，今

日の企業支援型情報サービス産業の異常な成長が示すように，資本の「力」

を強化するサービスが異常に肥大し，社会の管理的`性格を促進する役割すら

果たす恐れがある。サービス産業への政策は，その中味が多様であるだけに，

いかなる性格のサービスかを個々に見究めつつ，社会的進歩にかかわるサー

ビスの拡大の政策を追求しなければならないのである。

観点の最後第７は，産業技術政策にかかわるものである。産業技術発展の

源動力の基盤を，企業（資本）中心の概造から，より社会的な基盤を中心と

する構造へ変容させる必要があると共に，産業技術の内容，その具体的展開

の社会的影響を十分吟味するため，自然科学系技術者と人文・社会科学系専

門家の共同作業をなしうる社会的条件が整備されていかねばならない，とい
う点である。

産業技術の発展は，マルクスが「相対的過剰人口論」で徹底して説いてい

るように，労働者に対して厳しい面を持っている。また，その発展は，自然

環境，社会環境への悪い影響の面をも持っている。或はまた，高級技術専門

家と単純労働者の格差拡大という社会問題を惹起する面をも持っている。ま

た，情報科学の応用による新たな支配の形を生み出す可能性をも持っている。

これからの産業技術の発展は，これら社会的・環境的諸問題への対応を，内

在化させていかなければならないと,思われる。

以上の７点が，本稿における産業概造政策分析の基本的観点であり，その
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批判的論理形成のための理論的課題と考えられたものであるがゥもとよりそ

れら全てを自らの研究課題と考えているわけではない。自らの当面の関心は，

以上７つの観点の中の，第１，再生産(構造)論と産業構造論との関係，第２，

生活論と産業榊造論との関係，第３，政策形成の社会システム論，第６，サ

ービス産業の位置づけ，にある。

〔注〕

1）産業政策の区分整理には次のような考え方もある。「現代経済政策体系３産業と政府

の経済政策｣｢第１章現代産業政策の課題（新野幸次郎)」勁草書房，１９７８，６頁。

……臘議Ｉ::灘繍量::に鯛…”
個別産業政策
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２）例えば，通商産業省産業政策局繍「２１世紀産業社会の錐本構想』通商産業綱査会，１９

８６，この椛想のエッセンスを示す「イメージ」図においては，その中心に「国際的視点

に立った産業織造政策」というキーワードが据えられ，それを囲んで，産業榊造転換政

策等ばかりでなく，「新たな生活文化の創造」「技術革新」「為替レートの適正化・安定

化」等の広範囲の諸要因が関連づけられている。（上記３頁｡）

３）例えば，観田俊正『戦後日本の産業政策」日本経済新聞社１９８２，９頁。宮沢健一｢産

業の経済学第２版」東洋経済新報社，1987,262頁。

４）鶴田俊正前掲醤，９頁。
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Scope，1978,ＯＥＣＤ、
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９）Ｗ､Grant,ibid,ｐｐ､78-79.

10）「アメリカ産業政策論争の考察から得られる一般的な学習は，「国民的政治経済学」
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におけるｒ国民的』要素を強調する必要にかんするものである．」Ｗ､Grant,ibid,ｐ81,
「その論争の新しい局面：競争性」ｉbid,ｐ81.

11）貝塚啓明ｒ経済政策の課題』東京大学出版会，1973,167頁。
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ｍｍｅｒｌ９８８,小学館，130～140頁。（高橋氏は大蔵省証券局業務課長補佐)。
１４）小宮陸太郎．奥野正寛．鈴村興太郎綱ｒ日本の産業政策」東大出版会，1984，伊藤元
童．清野一袷．奥野正寛．鈴村興太郎箸「産業政策の経済分析』東大出版会，1988.

15）小宮陸太郎・奥野正寛・鈴村興太郎綱，前掲聾６頁。
１６）同上，「はしがき」１頁。

１７）伊藤元重・清野一論・奥野正寛・鈴木典太郎，前掲轡，「はしがき」１～11頁。
18）拙著「国民経済と独占の鱗造」前掲番，第１章４，第５章４，第８章２，第９章３．
１９）宮沢健一，前掲轡，281～282頁。

20）経済企画庁編「昭和63年度国民生活白瞥」大蔵省印刷局，1988,161頁。
当該部分の要点と若干の資料は，拙稿「現代の消費と生活一ｒ消費ルネサンス」の実

像」金沢大学大学教育開放センター編「新時代を迎えた世界と北陸の経済』1988.
21）これらの基本的問題については，拙著，前掲書，第４章「国民経済と国家」，第９章
「独占資本主義と国家」を参照のこと。

22）小宮隆太郎・奥野正寛・鈴木輿太郎綱，前掲書，序章（小宮隆太郎)｡伊藤元童．清野
_治・奥野正寛・鈴木典太郎箸，前掲番，第１章ｄ

23）宮沢健一，前掲醤，第９章，第10章。

24）例えば，次のような地域の活動輪と経済全体の理論との統一的な把握の試みがなされるべき
であろう。二宮厚美縞ｒ地域生活者と共同の回路」自治体研究社，1986,重森暁編「共同
と人間発達の地域づくり」自治体研究社，1985,平和経済計画会議網「地域生活圏と現
代労働組合運動」経済社，1981.

25）次の拙稿は，この点にかんする－つの方法論的な模索である。「マーシヤル経済学に
かんするＴ・パーソンズの研究について－活動，生活．進歩について－」金沢大学経済
学部論築第８巻第２号，1988.

26）多くの野が出されているが，とりあえず次の醤をあげておく。ジョゼフ・クラッツマ

ン，小倉武一訳「百億人を縫う？-21世紀における世界の食料問題一」食料・農業政策
研究センター，1985,ｒ環境と生態系の復樋ハイライフ出版，1985．LUsitaloedⅡ
ConsumerBehaviorandEnviromentaIQuality,SLMartin,sPress,1983..

３．産業構造政策の歴史的変化の概観

戦後日本の産業楢造政策の変化は，日本経済全体の変化にほぼ照応して変

化している。戦後日本経済の変化を５つの時期に区分し，その各時期におけ
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る産業構造政策の主要な特色を政策指針を中心に検討し，変化の概観をみて

おくことにしよう:)また，各時期論述の末尾に，参考として「政府の主な政

策（経済計画と産業政策）方針文書」と「主な関連法律」（参照の場合は〔付

記１－５〕と記す）を付記している。

（１）復興期（1949～60年）

この時期は，いわゆる基礎（基幹）産業2)の充実と産業合理化政策を特色
としている。それらは，対外経済関係の管理と傾斜生産方式によって進めら

れた。これに，個別的な産業振興・育成政策が加えられる。これについては．

〔付記１〕の関連法律に示されている。

また，４９年の産業合理化審議会設置にみられるように，早い時期から，産

業政策形成過程に審議会方式が登場する点に注意しておきたい。例えば，前

記審議会は51年に「わが国産業合理化方策について」という政策指針の報告

書（答申）を出しているが，この中で，５３年「独占禁止法」大改正につなが

るような「独占禁止法」改正の必要性を主張し、当時の経団連を中心とする

財界の意見の産業政策指針への反映が明確な形で現われ始めている。

後の時期との比較でみると，この時期の産業榊造政策は，基礎産業の場合

も含めて，保議・育成を基本とする個別的産業政策を中心とするものであっ

た，と云えよう。

〔付妃１〕

政府の主な政策（経済計画と産業政策）

方針文谷

１９４９．１２通産省（産業合理化審鍍会設

題）

主な関連法律（主として通産省関係）

l947独占禁止法

４８証券取引法

４９通商産業省設立

４９為替管理法

５０外資法

５２企業合理化促進法中,j企業安定法
輸出入取引法電源開発促進法

５３独占禁止法改正

５５石炭鉱業合理化臨時措麗法

原子力基本法

５６機械工業振興臨時措置法

繊維工業設鰯臨時措置法

５７電子工業振興臨時措筬法

５８中小企業団体組織法

５１．２わが国産業合理化方策につい

て（産業合理化審譲会）

５５．１２経済自立５カ年計画(経企庁）

５７．１２新長期経済計画（経企庁）

６０．６貿易為替自由化計画大綱

６０．１２国民所得倍地計画（経企庁）
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（２）高度成長期（1961～72年）

この時期は，重化学工業の拡大＝産業櫛造高度化の推進と国際競争力の強

化を特色とする。このような政策推進のため，６３年通産省を中心に「特定産

業振興臨時措置法」が立案されるが，２度の国会提出にもかかわらず成立し

なかった。このような法による強い政府の介入政策に対し産業界は激しい反

撲を示したが，法によらない政府の「調整」政策はむしろ穂極化していくの

であり，新設の産業構造審議会の各部会や業界団体を通しての通産省の行政

指導や懇談会が，産業政策の中心舞台とさえなっていくのである。

６４年の産業構造審議会の設置に先立って，６１年産業構造調査会が産業構造

政策の方向を調査審議する目的で設冠され，総会部会以下12部会，３２小委員

会，学識経験者および各界代表による委員54名，専門委員277名，ワーキン

グスタッフ500名という大きなスケールで調査審議が行われている。そして，

63年に「産業構造の方向と課題」という「調査会答申」を出すのであるが，

後にとりあげるように，これは戦後日本産業政策の一つの特色である「ビジ
●●

ヨン方式」の原型をなすものであった。組織的には64年の，産業合〕理合審議

会と産業構造調査会の統合発展による産業構造審議会設置において整備され

ることになる。この審議会は，政策指針を出す調査機能と，具体的施策に対

する各界の意見調整機能との両方を併せもつ強力な組織として登場する。ま

た，鉄鋼部会，縦維部会，情報産業部会等の個別産業部会を含む多くの部会

は，その部会決定を一定のルールのもとに審議会決定となしうるほどの組織

であり（｢産業構造審議会今｣昭39,3.31)，政府と当該重要産業界との重要

な調整機関となっていくのである。

当時の企業集団を中心とする独占資本は，このような産業政策を利用しや

すいいわゆる「官民協調方式」にのっかりながら，開放体制に対応するため

の，産業再編成（合併ブームと企業集団の強化）を推進していった。また，

そのような産業構造高度化を援助・補完する政策として，中小企業近代化推

進や雇用対策，公害対策，消費者保謹対策が展開されていく。〔付記２〕

このようにみてくると，この時期の産業構造政策は，アメリカ商務省のr株

式会社日本」で云うところの通産省・政府と産業界・財界との「相互作用関

係｣3)によって，また，審議会報告書の云うところの官民の「協調方式jI)に
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よって，産業政策の目標を設定し，それに向って各産業界の調整を行いなが

ら，目立った問題にかんしては個別的産業政策をもって対応するという形の

政策であったと云えよう。

〔付記２〕（〔付記１〕に続く）

1961.10（通産省産業臓造調査会設冠）1962新産業都市建設促進法
63.11産業榊造の方向と課題答申（産石油業法

業榊造調査会）（６３特定産業振興臨時措置法国会提出）

6４．５（通産省産業機造審議会設置一６３中小企業近代化促進法

合理化審議会と調査会の統合発中小企業基本法

展）６６雇用対策法

６５．１中期経済計画（経企庁）６７公害対策墾本法

６７．３経済社会発展計画（同上）６７特定繊維工業構造改善臨時借iiHi法①

６８消費者保護雅本法

７０公書防止事業費事業者負担法

７０．５新経済社会発展計画（経企庁）７０悩報処理促進法

７１．５産業榊造審譲会中間答申７１農村地域工業導入促進法

７２工業再配誕促進法

（○印は，同じ番号がそれ以降の改正・継続

関係を示す｡）

(下線部分は，後にとりあげる画期をなす砿要産業政策指針文瞥である｡）

（３）石油危機・低成長転換期（1973～78）

この時期の産業構造政策の中心は，エネルギー対策と知識集約的高度加工

組立産業の発展促進と高度成長の「ひずみ」是正政策である。

石油危機は，当時の産業構造高度化の展開に２つの問題をつきつけること

になった。第１に，その高度化の中軸となる基礎素材産業が，輸入原料・エ

ネルギー多消費型のため，今後の産業のリーディングセクターとして妥当か

どうかという不安が出てきた，という点である。従って，この点にかかわっ

て，知識集約的高度加工組立産業がそれに代わる主導産業として注目され，

省エネルギー型産業榊造への転換が櫛想されていくのである。

第２は，既に進行していた高度成長の「ひずみ」に加えての石油危機によ

る産業への打撃が，産業拡大一辺倒の政策の在り方に反省を迫り，産業発展

を「国民ニーズ」の枠組みに合理的にコントロールする道を追求させた，と
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いう点である。

そして，これらの要因は産業榊造政策指針に次のような変化と特色を生み

出していくことになった。その第１は，産業構造高度化をアプリオリに前提

するのではなく，産業をとりまく国内外の諸状況を総合的に考慮した上で産

業の展望・予測・調整方向を提示する「ビジョン提示方式」が本格的に活用

され始めた，という点である。

第２は，産業の在り方の基礎を「国民ニーズ」に冠き，国民経済の国内需

要構造を内在化したいわば再生産構造としてのバランスが重視される考え方

が登場すると共に，その政策調整の方策としての「計画的市場経済方式の導

入」が考えられた，という点である。この点は次節でとりあげるが，ここで

注意しておきたいのは，この時期の終りに近づくに従って，上記の当初の考

え方は相対的に後退していくという点である。例えば，７４年の注目すべき報

告書ｒ産業構造の長期ビジョン』では，序説的な「第Ｉ章」に続き「第II章

国民ニーズへの対応と産業構造」が展開され，その中で「昭和45,60年のニ

ーズ別需要額」の試算を含む食・衣・住・健康・福祉・知的生活・公共施設

等の「国民ニーズ」の検討とそれと産業活動との関係が検討され，「計画的

市場経済方式」の試案が提起されている:)しかし，７８年の『産業構造の長期

ビジョン』においては，一応上記の点が形の上ではふまえられているものの，

実質的には「産業調整問題｣，「民間設備投資｣,「国際経済問題への対応｣,｢社

会開発･都市開発の推進｣が柱となっており，｢国民ﾆｰｽﾞ｣の観点は後退し

ていると云わざるをえない。とは云え，なお，社会資本，地域経済の充実等

の国内的産業構造重視の基調の枠内での変化である。

第３は，「知識集約的産業｣が，省エネルギーという観点からばかりでなく，

多様な「国民のニーズ」に柔軟に対応しうる新しい主導産業という位置づけ

で登場するという点である。しかしこの点も，先に述べた「国民ニーズ」に

基礎を置く考え方からの後退に伴って，徴妙に変化していると思われる。７８

年の『産業構造の長期ビジョン』では，「国民ニーズ」にかかわる形の「知

識集約的産業」に近い把握は殆んど見当らないのに対し，「先導産業群の発

展」として「動態的比較優位を持ち得る技術集約産業の発展｣が｢産業調整」

｢産業再編成」の戦略視点から強調されていくのである:）
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第４の特色は，高度成長期の産業榊造高度化の結果としての，産業の特定

地域集中という「ひずみ」がもたらす過密・公害や，その対極に進行する過

疎への対策である。「エ業再配置促進法」やその他の関連法によって対策が

構じられる（〔付記２〕）と共に，「地域別産業構造ビジョン」が，７６～77年

に策定ざれ8)ていくのである。

〔付肥３〕（〔付記２〕に続く）

1973.2経済社会基本計画（経企庁） 1973国民生活安定緊急措冠法

石油需給適正化法

７４伝統品工芸品産業振興法

繊維工業榊造改善臨時措湿法①

７６中小企業事業転換対策臨時措置法②

７８公害健康被害補恢法

７７中小企業の事業活動の機会の確保の

ための大企業者の事業活動の調整に関

関する法律

７４．９わが国産業構造の方向（産業榊造

審議会）

７６．５７０年代の通商産業政策（同上）

７６．５昭和50年代前期経済計画(経企庁）

７６．８産業樹造の長期ビジョン（産業概

造審議会）

（４）円高・構造調整期（1978～84）

この時期は，ビジョンの中に「経済大国」の観点が本格的に導入され，国

内産業構造の「櫛造調整」と「創造的知識集約化」と同時に，国際的相互依

存の在り方，「経済安全保障」等の国際経済要因が重視されていく。そこに

は，それまでの国内的要因重視（国際経済への対応も国内産業整備を前提と

する考え方）から，国内要因と国際要因の２元的な考え方への変化がみられ

るのである。しかし，その国際的要因の内容は，各国の独自的自由を全面的

に容認したややクラッシックな「自由貿易と経済協力」であり;)後の時期の
●'●

「国際的政策協調」「国際的協調に対応する産業調整」とし､った相互規制的

関係の展開にまでは至っていない。

「産業構造調整」は，円高と国際競争激化の圧力をテコとしながら，特定

産業，特定地域，中小企業等にかんする特別立法によって，個別的産業政策

と一般的産業政策の中間形態とも云うべきグルーピングの産業政策を中心に

展開される（〔付記４〕)｡その場合，不況・低成長産業から高成長・知識集約

的産業への「調整」と「転換」は，「人間資源再配置」を不可欠とする:o)そ
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の状況は，高齢化社会の進行と相挨って，中高齢者を中心に失業者・不安定

就業者を増大させたが，それに対応する労働省サイドの産業構造政策＝産業

援助型雇用政策が展開し始める点は注意を要する。（〔付記４〕の〔〕内の法

律は労働省関係のものである｡)また，そのような雇用不安には少からず急速

な技術開発がかかわっていたが，この時期の政策指針は，雇用問題対策と｢技

術立国」との関係を将来展望も含めて十分に論ずるに至っていない:')この点

は，次の時期の政策指針では，雇用悪化という厳しい現実もあって，両者に

－つの関連をもった「構想」が提示されるのである。

この時期の産業構造政策の特色は，円高と国内外の競争激化を背景に，産

業構造の「調整」と「創造的知識集約化」と呼ばれる技術革新が進められる

と共に，新たな対外的産業政策が模索される点にある。また，雇用対策や地

域経済対策が産業榊造政策にリンクされ，新たな対外的産業政策分野の台頭

と共に，産業概造政策の多元化域は拡散化の状況が現れたと云えるであろう。

そのことは，いわゆる「日本的産業政策」が大きな変容を余儀なくされてい

る実情をも物語ると同時に，先述の産業政策の見直し論議，経済理論構築の

試み等が出現する現実的背景ともなっているのである。

〔付ＲＢ４〕（〔付記３〕に続く）

1978中小小売商業振興法

７８特定不況産業安定臨時措冠法③

特定機械情報産業振興臨時措置法

７９エネルギー使用合理化法

〔７８特定不況業種離職者臨時措置法④〕

〔特定不況地域〃〕

８１独占禁止法改正

特定業種関辿地域中小企業対策臨時

措冠法⑤

８２地域改善対策特別措謎法⑥

８３高度技術工業集薇地域開発促進法

繊維工業構造改善臨時措置法①

８３特定産業構造改善臨時措置法③

〔特定不況業種関係労働安定特別描冠

法④新〕

(〔〕は労働省関係の法律である｡）

1979.8新経済社会７カ年計画（経企庁）

８０．４８０年代の通産政策ビジョン（産業

織造審議会）

83.81980年代経済社会の展望と指針

（経企庁）
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５）内需拡大転換期（1985-）

1985年11月円相場は２００円を突破し，その後円高はなおも急速に進行した。

85年12月の「内需拡大に関する対策」を皮切りに，経済政策は新たな段階を

むかえ，それは，８６年４月のいわゆる「前川レポート」の形で方向づけされ

ていくのである。産業構造政策の新たな政策指針ｒ21世紀産業社会の基本構

想』（86年６月）はそのような状況の中で提示される。

８５年後半から87年前半頃までのいわゆる「円高不況」は，素材産業や中小

企業の状況を悪化させていくと共に，「減量経営｣による雇用不安を高め，完

全失業者は約200万人にも達した。対外経済政策と共に，これらに対応する国

内政策は，当面の状況に対処するという面だけではなく，諸規制緩和，民間

活力の活用等の新しい内容を盛込みつつ，企業活動のより一層の自由・優先

性と，活動の蝦:低限の保証を徹底させる点で，従来の経済政策より－段進ん

だ内実を有することになったと考えられる。そして，産業榊造政策はその中

心的な位置を含めていると云えよう。

「２１世紀産業社会の基本構想』の指針としての問題点や産業樹造政策の問

題点等は，次節でやや詳しく論じられるが，この時期の産業構造政策の特色

を端的に云うならば，上記の企業活動の一層の優先性と最低限の保証との徹

底という方向で，個々の産業に対してではなく，より広く産業全体にわたる

総合的な産業政策の性格を強めている，という点である。上記ｒ構想』に示

された，「産業構造の国際協調化と創造的知識融合化」という基本方針は，

そのことを良く示している。また，８７年の「産業構造転換円滑化臨時措置法」

は，これまでにない広い領域の産業をカバーする基本法の性質を持つ産業政

策の法という点で，その種の政策の典型と云えるであろう。そしてまた，最

終節４(3)で述べるように，「新しい生活文化創造」という形で消費・生活の

要因を，また，〔付記〕の〔〕内の労働省主導の諸雇用対策を，産業構造政策

と一体化させる政策展開が現われる点にも，産業政策の総合化の傾向は示さ

れているように思われる。
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〔付肥５〕（〔付記４〕に続く）

1985中小企業技術開発促進臨時措置法

８５基盤技術研究円滑化法

〔職業能力開発促進法〕

８６研究交流促進法

特定中小企業者事業転換対策等臨時

措置法②新

特定地域中小企業対策臨時措置法⑤

新民間事業者能力活用特定施設整伽

促進臨時措湿法

〔高年齢者廠用安定法〕

８７産業轍造転換円滑化臨時措冠法

総合保養地域整燗法

地域改善対策特定事業財政特別措証

法⑥

〔地域扇用開発等促進法〕

８８異分野中小企業者知職融合促進臨時

措置法

〔特定不況業種雇用安定法〕

1986.4経済構造調整研究会報告（前川リ

ポート）

８６．６２１世紀産業社会の基本榊想（産業

櫛造審犠会）

８７．４経済審議会経済構造調整特別部会

報告一榊造調整の指針一

（新･前川リポート）

８８．５世界とともに生きる日本一経済運

営５ヵ年計画（経企庁）

〔注〕

１）鶴田俊正『戦後日本の産業政策」（前掲番)は，戦後日本産業政策の妓初の本格的な史

的考察の餅である。本稿と立場は異なるが，周到な問題史的考察の穂重ねから今日の問

題を照射する展開は，多くの示唆を含んでいる。

２）「鉄鋼は産業の米である」という意味での基礎（基幹）産業の内容を，産業政策論の

「安定供給必要」の観点から戦後はじめて理論的に論じたのは，両角良彦ｒ産業政策の

理論」日本経済新聞社，１９６６（両角氏は当時通産省鉱山局長）である（第１章，２)｡な

お，この用語をめぐる理論的問題については，拙著，前掲轡，第５章４の(3)を参照のこ
と。

３）米国商務省「株式会社日本一政府と産業界の親密な関係」大原進・吉田豊明訳，サイ
マル出版社，1972,18頁。

４）産業樹造調査会編「日本の産業栂造第１巻」通商産業研究社，1964,84～87頁。この

中に63年の報告轡（答申）が収録されている。

５）通産省網ｒ産業櫛造の長期ビジョン，産業榊造審縦会報告」通商産業調査会，1974,
21～54頁。

６）通産省綱ｒ産業構造の長期ビジョン昭和53年度版，産業構造審議会報告』通商産業調
査会，1978,序章。
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７）通産省縄『産業樹造の長期ビジョン昭和53年度版」前掲盤，序章。

８）７６年６月産業櫛造審議会総合部会基本政策小委員会の下に，地域別の産業檎造分科会
力:設騒され，各地域の｢産業構造の長期ビジョン」が作成された。７６年に北海道，東北，

四国，７７年に関東甲信越，東海・北陸，近畿，中国九州の計８地域のビジョンが出さ

れているが，その概要が「産業榊造の長期ビジョン昭和53年度版』の末尾（付）として

掲戴されている。

９）通産省・産業概造審議会綱『80年代の通産政紫ビジョン』通商産業調査会，1980，第
４章。

10）同上，133～134頁。

１１）同上．第２章第２節，第６章。この政策指針では，「生活の質の向上」と「望ましい

産業構造」との関係は，「創造的知識集約化」を媒介としてある程度論じられているが，

「履用のミスマッチ」等へ対応する明示的な方向づけは示されていない。第７章，第９

章。

４．産業構造政策指針の変化と問題点

戦後日本の産業政策において，通産省産業櫛造審議会が提示してきた時々

の報告書．答申＝政策指針・ビジョンが，基幹的な役割を果たしてきたこと，

また，それらの政策指針と現実との間に様々な形のギャップがあることは，

先にも指摘した。そのギャップの問題も極めて重要であるが，ここでは，そ

の問題に入る前の段階の議論として，それらの報告書＝政策指針に現われて

いる産業椛造政策の考え方，政策指針の観点の性質や変化の特徴を考察する

ことにしたい。それは，批判的論理形成にとっても不可欠な作業であると思

われるからである。

ここでは，多くの報告書中から，それぞれの時代の政策指針を代表し，従

って画期をなすような報告書を，以下のように５つ選び出し，その内容の変

化を問題設定別に見ていくことで論を進める。この５つの選択は，前節の時

期区分にほぼ照応するが，変化の問題'住をより明確に把握するために，さら

に３つの大きな時代枠，即ち，６０年代，７０年代，８０年代を代表する３つの報

告書を柱にして検討することにしたい。それらの報告書は以下の通りである。

６０年代1963.11「産業構造の方向と課題｣)(『日本の産業構造第1巻“
前掲書収録）……「60年代・課題」と略記する。

７０年代１９７１．５ｒ産業構造審議会中間答申-70年代の通商産業政策の基
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本方向はいかにあるべきか－』（産業織造審議会)…「中

間答申」と略記する。

１９７４．９ｒ産業構造の長期ビジョン産業榊造審議会報告』2〉（前掲

書）…「70年代．ビジョン」と略記する。

80年代1980.4『80年代の通産政策ビジョン』3)（前掲書）…｢通産政策」
と略記する。

１９８６．６ｒ21世紀産業社会の基本構想｣4）（前掲轡)…「80年代．

構想」と略記する。

以上の５つのうち，「60年代・課題」「70年代・ビジョン」「80年代･構想」

が柱であり，「中間答申」「通産政策」は前者を補うもの或はそれへの過渡を

なすものとして取扱われる。

（１）政策の必要性について

１）「ビジョン」の意味

「産業構造変革のビジョン」が明確な形で主張されるのは「中間答申」に
Ｎ

おし､てである。それ以前の「60年代・課題」では，欧米先進諸国にキャッチ

アップするための国際競争力強化と同時に，最大福祉をもたらす「最適産業

織造」に接近するものとしての「産業構造高度化の基本的方向を明らかにす

る」，という形で指針の必要性が説かれている:)ここでは，「産業構造高度

化」はアプリオリに与えられた課題である。ところが，７０年代に入る「中間

答申」の時期には，そのキァッチアップはある程度果されつつあり,｢路線の

軌道修正が必要」となるが，「この場合には，過去と異なり，軌道設計の下

絵を海外に見出すことはできない.｣従って，「70年代の産業経済の課題に基

づき，未踏の時代に向かっての産業構造変革のビジョンを定立することが必

要とされるゆえんである｡｣6)｢中間答申」では，このような形で，戦後日本が
「海外の下絵」なしに独自に定立する場合の基本的方向・政策指針を「ビジ

ョン」と云っているのである。確かにこの「中間答申」で示された「ビジョ

ン」は，当時の新しい産業構造政策の模索に応えた「一つの里程標」「歴史

的意味」とみられ，「知激集約型産業構造」の提起など，産業構造政策の今

日的形態の端初とも考えられるものである！）
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上記の考え方は，「70年代・ビジョン」において，一歩進めた内容となる。

恐らくその「ビジョン」は，戦後日本産業政策史上のこれまでのどの場合よ

りも，ビジョンの役割を重視した性質のものであり，後述する「国民ニーズ

型産業構造」の提示というビジョンの内容から云っても，最も注目すべきも

のであると思われる。

その「ビジョン」の新しい在り方について，当時その報告策定事務局の中

枢に居た産業構造課課長補佐（当時）田辺俊彦氏は，次のように云っている。

「産業榊造政策の展開についてこれまでとはややトーンの異なった見方をし

ている…。『基本は民間主導で，国は目標を与えてそれに向けてインセンテ

ィブを与える』という従来の型から，ｒ国がビジョンによって全体的フレー

ムワークを設定し(いわば計画の策定），それに産業が対応していくよう誘

導し調整するとともに，そのようなフレームのなかで市場経済のよさを発揮

させる」という，いわば、計画的市場経済方式〃の導入を示唆しているq｣そ

して，このような「方式」提示の背景を示唆する次の文を続けている。「『計

画経済」とはまるで異なるソフトな誘導策であるが，供給力制約型経済を前

提として国が産業活動のフレームワークについてのガイドポストを具体的に

与えるべきことを強調していることは，時代の変化をあらためて実感させる

ものであろう３この考え方が，「供給力制約型経済を前提」して提示されて

いる点については後にふれるが，「ビジョン＝フレームワーク＝計画の策定」

を柱として「調整・誘導」を行うことを優位に置く考え方をしている点が注

目される。

「70年代・ビジョン」においては，「(参考)」という形ではあるが，「産業

構造政策に依る政策調整メカニズムの確立一計画的市場経済方式の導入一」

と題して，より具体的な提案が行われている。「このため(産業政策の強力な

実施のため…引用者)，当面，通産省における種々の政策立案調整の場を以

下のように可能な限りシステム化し，連携化することを試みることがまずそ

の第１歩である｡｣すなわち，「産榊審総合部会の長期ビジョンを受けて｣，各

産業別部会，国際経済部会等，さらに「総合エネルギー調査会，貿易会議等

産構審以外の審議会」等は价条件変化による展望の見直しを行いながら，連

携して政策運営を行い，「部会の拡充」も検討する。また，「ビジョンは毎年
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度政策の立案０予算の作成等の検討に生かしていく。／…とくに設備投資計

画およびその調整については，ビジョンの描く長期的展望と産業構造の高度

化の方向を踏まえ，かつ中期見通しにおける経済動向や物資の需給バランス

等をも考慮して産業別部会等において主要産業について検討調整を行なった

後,産業資金部会が最終的に総合調整するH

さらに重要な点は次の提案である。「以上の政策コンセンサスの形成プロセ

スは産業政策における新しい協調概念（産業と行政ではなく，産業と行政と

各種関係者及び中立的学識経験者を含む多角的協調体制）に基づいて行う。

／例えば，（イ）各部会は中立的学識経験者，関連業界（メーカーおよびユ

ーザー），金融界，貿易界，労働，消費者，地域代表等の関係者をできる限

り広汎にメンバーとする。必要に応じて関係政府機関代表の参加を求める。

(ロ)審議結果は公表し、広く一般に情報の提供を図るとともにその批判をあ

おぎ,政策立案にフィードバックするJ）

このような「計画的市場経済方式」といわば「審議会型多角的協調運営方

式」の提案は，市場機構依存と場当り的な産業政策では現実の諸問題に対応

できないという認識に基づいており，その意味で従来の政策観から－歩踏み

出した，現状の資本主義体制の枠内での一つの前進性を持っていると云える。

しかし，その政策観は，石油危機下のｒ供給力制約型経済を前提」して出さ

れていること，また，先の２（２）２)の②で政策主体形成にかかわって述べ

たように，計画そのものや現実の国家，社会組織そのものにある官僚的管理

'性の欠点や，市場機構そのものにある社会システム的限界を示唆する内容は

みられないこと，等が注意されねばならない。とはいえ，われわれの「批判

的論理」の観点，殊にオルタナティブな政策論の観点から，産業構造政策の

現実的前進の姿を考えていく場合，それは一つの現実的材料を提供する点で

（例えば，今日の事態は，上記の観点でみた場合にも，その膨脹的経済の過

大性，不均衡性が現実的に検出されよう｡)，注目すべき考え方であると云え
よう。

現実の政策過程の推移の中では，この「方式」は，経済状況の変化に伴っ

て重要視されなくなっていった。前述したように，この「方式」は，エネル

ギー危機下という「供給力制約型経済を前提」して立論されていた。エネル
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ギー危機を中心とする日本経済の厳しい制約条件がその後も長期に続くこと

を前提に，資源の無駄な配分を最少にする日本経済の「フレームワーク」が

設定されたのであった。従って，エネルギー状況が当面の制約条件とみなさ

れなくなっていくのに対応して，この「方式」による「フレームワーク」の

位置づけは重要視されなくなっていったと考えられる。

その後の政策指針においては，「80年代･構想」が示すように，市場機構の

機能の位置づけが相対的に高められ，その機能の「不確実性の高い分野」に

おける産業構造政策が考えられている。ここにおいて，ビジョンの意味は無

くなったとされているわけではない。企業ベースの動きは短期的，収益的で，

不可欠とされる構造転換を，総合的抓整合的に進めていく展望を自ら待つこ

とは困難である。従って，広い視野からの「情報提供」と「業種実態に即し

た将来展望及び道筋（ビジョン）を示すことが重要である器)ほぼこのように
主張されているが，ビジョンの意味がｉ先の「フレームワーク」と比べれば，

軽くなっていることは明らかであろう。

２）市場機構の位置づけと補充政策

ここにとりあげた報告書における市場機構とその「不確実性の分野」に対

する考え方は，概ね類似しているが，時代の推移と共に徴妙に変化している

ように思われる。

「70年代・ビジョン」は，市場機構が作用する外枠を設定し，そのガイド

ポストとしての｢計画的フレームワーク」を，「国民ニーズに応える産業構

造」という政策目標に依って設定していた。従って，その｢フレームワーク」

は．「不確実性の分野｣を調整する産業構造政策，例えば，動態的賓源配分(投

資政策等）にも一定の内容を与えるものとして設定されているのである\)そ
こでは，市場機構と「不確実性の分野」対応産業政第（計画的「フレームワ

ーク｣)とはほぼ対等に近い，場合によっては後者優位の位置づけがなされて

いる。この報告書以前の「60年代・課題」「中間答申｣でもその点はほ錆同じ

と考えられるが，市場機構の限界認識はこの報告書よりも強い。ところが，

これ以後の「通産政策」では，市場機構への信頼が強まっており，「不確実

性の分野｣対応産業政策は,｢市場機構を補充する政策｣'４１として,追随的位置
に置かれているように思われるのである。そして，「80年代の構想｣ではさら
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に変化がみられる。やや詳しくみてみよう。

それらの報告書における市場機構の機能の「不確実性の分野」の内容を整

理すると以下のようになる。

表１市場機構機能の「不確実性の分野」

市場機能の｢不確実性の分野」

1.市塒機栂機能の基本的不完
全さ

2.安全，勤労内容等の経済外
の社会的成果

3.エネルギー，資源，水等の
制約条件の変化

4.投資等の動態的資源配分

5.産業構造の長期的発展

6.外部不経済への対応

7.公共財０知織･欄報等の雌
公共財の配分

8,国際経済の調和的発展

｢60年代･課題」「中間答申」「70年代･ビジョン」「通産政策」Ｆ80年代･栂忍」

○○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

(Ｏ印は，当該項目が璽嬰項目としてあげられている場合）

「１市場機構機能の不完全さ」について，「60年代・課題」は，「大企業や

労働組合」の要因や「資本と労働の移動」の不完全さをあげ，基本的疑念の

見方をしている:5)｢中間答申」も，「消費者主権,ビジネス.デモクラシー」
の未発達をあげ，「市場機榊の不十分な機能｣を指摘すると共に，政策との関

係を次のように述べている。「あらかじめ規模を設定することが困難であり，

しかも市場機構が有効に作用しないグレイ・ゾーンにおいて，産業の活動と

社会の要請を調和せしめるような社会的な均衡と制御のメカニズムを政策的

に形成することが緊要であろうH)ここには，見方によっては政策優位の発想

すらあるように思われる。この点は，「70年代･ビジョン」でもほぎ同じであ

り，「産業構造の長期ビジョン｣の「提示は激動し復雑化する時代において，

市場メカニズムの限界を補充し，動態的視点からあるべき方向へ産業を誘導

する手段として最も基本的なものといえよう班)と云っている。

「通産政策」では，「経済活動の基本は、市場機能が十分に作用し，民間
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活力が生き生きと発揮されることであるｕ「従来，公共分野と考えられてい

るものにもできる限り市場機能と民間活力を導入していくような発想が必要

である＃)といった文に示されるように，市場機構を中心に置き，産業構造政

策は「市場機構を補充する政策」として，追随的位置づけに変化している。

「80年代・構想」においては，「市場機能を基礎とした民間の自動努力を基

本」とし,また，「市場機能による産業構造の転換の達成を基本｣とし，中小

企業,雇用対策等の「政策補充が必要」とする点は;0)前の場合と同じである

が’「産業構造の国際協調化」の側の｢産業構造転換政策」は，上記の「市場

機能」の「基本」を上廻る位置づけの政治経済的スローガンとして現われて

いる？）

また，「80年代・構想｣においては，上述したような「民間活力の導入」を

含む市場機構中心の発想，云い換えれば，資本の公共分野への浸入を促進す

るような「資本の論理」の発展に沿った発想の反面として，表１にもみられ

るように，外部不経済にかかわる公害・環境問題，過密●過疎，都市問題は

殆んど十分な展開がみられない○また，「住宅･社会資本の整備」が掲げられ

ているものの，「公共分野への民間活力導入｣による具体化が重要視されてい

る点を考慮すると，公共部門の本来の存在意義からみて安易な考えになりつ

つあると云わざるをえない。

表’でみると，上記にかかわるｒ７公共財，知識・情報等の準公共財」や

「２安全，勤労内容等の経済外の社会的成果」は，そもそも市場を前提に社

会に登場しているわけではなく，市場と無関係にそれぞれの社会的存在意義

を有しているものである。それらに類するものには，人間そのものをはじめ

（周知のように，労働力商品化はそれの市場機構への組込みである),人間進

歩にかかわる多くの要因，例えば，教育，福祉，文化，景観，自然環境等が

あげられよう。それらは，そもそも市場機構に組込まれるかぎりで社会的価

値を題在化させることができればそれで足りるという種のものではないので

ある｡それらは，Ｋ・ポランニーの主張22)を引合いに出すまでもなく，それ
ぞれの固有の形態において人間進歩の実現の姿であり，従って，それぞれの

形態で存在意義が主張されるべきものであろう。このように考えうるとすれ

ば，市場機構に適合的でないものをその浸食から解放し，独自化しうる社会
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システムを追求することこそ，人間の，そして社会の進歩に適合するものと

云えよう。さらにこの点は，市場機構が「資本の論理」によって支配される
場合，－層強調されねばならないであろう。

（２）新しい産業構造形成の政策指針

１）「望ましい産業櫛造」の「基準」

「60年代・課題」においては，「産業構造高度化｣という国民経済的目標に

沿った「望ましい産業構造」を形成する２つの「基準」が設けられた。それ

は，「所得弾力性基準｣と「生産性上昇率基準」である．そして,「この基準に

合致する産業の象徴的表現として重化学エ業」が把握されるという理論的操

作が行われたのである。従って，この重化学工業を主導産業として産業構造

の高度化が進んでいくことが「最適産業構造への接近」を果たすことでもあ

ったのである學)しかし，これらは実際上「国際競争力強化」という当時の政
治経済的スローガンの実現に向けての産業構造政策に理論的裏付けを与えよ

うとするものであるように思われる。だから，実際的な｢国際的競争力強化」
に向けての論理と産業として，「基礎産業」（原材料とエネルギーであり「低

位価格による安定供給」が要求される産業〔普通鋼，電力，石油製品，石炭，

鋼，アルミニウム〕)と，「中核的戦略的役割」を持つ産業（輸出可能性，技

術の先導効果，他産業波及効果が大である産業〔乗用車，電子計算機，石油
化学,大容量火力機器〕)が設定されたと云えよう\）

「中間答申」では，上記２つの「基準」に，「③過密・環境基準」「④勤労
内容基準」が加えられ，「４つの基準｣が「産業櫛造ビジョンの策定基準とし

て」設定される。③では，「資源･エネルギー利用の効率化，社会資本拡充，

公害防止強化」等が問題にされ，④では，「安全で快適な仕事の拡大ｂ充実感

のある仕事の拡大」等が問題にされ，それらはその後の「ビジョン」のこれ

らの要因設定にかんする－つの原点ともなるのである。しかし,より中心的なアイ

デアは「知識集約的産業」であり，諸「基準」はそれを戦略産業として打出

すための説明要因という性格のものより以上のものではないと考えられるの

である:5)それらの｢基準｣の相互の理論的関係は殆んど展開されず,並列的に
とりあげられている点からも，何らかの理論化の志向があるとは受けとれな
い。
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「70年代．ビジョン｣･にはこの種の「基準」論はみられない。そこでは次

に述べる「国民ニーズ」を基礎とする論理に徹しており，上記「基準」にか

かわるエネルギー問題，環境問題は各論として取扱われている。

「80年代・構想」にもその種の「基準」論は登場しない。「通産政策｣では，

「80年代の産業櫛造を考える４つの基準」として，「①動態的比較優位基準，

②国民ニーズ充足基準，③省エネルギー，省資源基準，④セキュリティー基

準」が掲げられている。これらの「基準」の説明は至極簡単なものであり，

当該時期の政策課題の周辺事情が説明されている程度で，理論的内容がある

とは考えられない。④は，当時のエネルギー問題継続状況の中で台頭した｢経

済安全保障」論の「基準」化にすぎない。むしろ，これらの「基準」と「産

業樹造政策」との関係は，それらが，戦略産業論的なキーワードである「創

造的知識集約化」を説明する諸要因である以上に出ていない点で，「中間答

申」の場合と殆んど同じである。

このようにみてくると，「基準｣設定という方法は，その方法自体よりは，

それら「基準」の各々および相互関係の理論的堀り下げがみられないこと，

羅列的に掲げるのみで「基準」論としての理論的積重ねが殆んど行われてい

ないことに大きな問題があると考えられる。従って，これまでに提示された

「基準」をどのように再構成しても，「望ましい産業榊造｣を，多少の理論的

根拠をもって構築することはむつかしいように思われる。

２）「国民ニーズ型」とｒ国際協調型」

これまでの多くの報告書を概括的にみて，産業構造の考え方をいくつかの

タイプに分けるとすれば，「重点産業設定型｣，「国民ニーズ型｣，「国際的対

応型」或は「国際協調型」の３つがあげられよう。多くはこの３つの混合で

あるが，近年においては，先述したように，主導産業重視の後退，市場機構

重視に伴って，「重点産業設定型」は少くとも明白な形では現われなくなり，

「国民ニーズ型」と「国際協調型」が支配的となっている。

「国民ニーズ型」の典型は，「70年代・ビジョン」である。先述したよう

に，この報告書の政策観は，戦後日本の政策指針の歴史の中でも，相対的に

非強蓄秋均衡型の性質を多く持っており，やや特異な存在と云える。そこに

は，石油危機に直面した日本経済の先行き不透明感があり，長期化すると考
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えられたその事態に対応して，いかに無駄のない必要に応じる形に制御され

た産業構造を形成するかが考えられたのであった。従って，「国民ニーズ型

の産業構造」は，「供給力制約型経済を前提｣として構想されたのである。

しかし，「国民ニーズ｣への対応という発想は，その供給制約的な事態に依

ってのみ出されたものではない。そこには，日本経済が欧米追随でなく独自

の「安定した生活」を考えざるをえない段階にさしかかった，という認識が

あった。次のように云う。「欧米なみの生産力，所得水準がおおむね達成され

た今後の国民ニーズは複雑多様化しつつある。福祉の向上や生活充実の意欲

は強いが，具体的内容については必ずしも自覚的に明確に把握されないまま

に衝動的な欲求充足が行われ勝ちになる／……長期的なニーズ把握を試みる

にあたっては，、人間生活"とは何か（よい生活）ということについて基本的

検討が求められる。人間の欲求は複雑多様な諸相を有し，人類文化史を通じ

て，この普遍的構造を抽出することは極めて困難であるが，国民ニーズの基

底をなす人間の欲求基本構造を適確に把握し，このようなニーズによりよく

応えていくことこそ今後の産業構造政策の主要な課題である斑）

上記をみて，政府機関が欲求構造にまで介入しようとする考え方は問題だ，

という意見が直ちに出てきそうに思える。そこには，人々がどのような内容

の欲求をどのように発信し，それに人々自体がどのように経済的に対応し，

充足していくかという，人々の欲求一充足の自律的社会システム形成の重い

問題がのしかかっている。上記の報告書は，政府機関という枠組もあって，

その自律的社会システム形成の問題を十分堀り下げないまま，基本的にはす

り抜けた形で「国民ニーズ」の「適確な把握」を提示している点は注意しな

ければならない。しかし，先述したように，政策コンセンサス形成にかかわ

る「新しい協調理念３８)の提案がなされている点，また産業構造政策を，「Ⅷ人
間生活〃とは何か｣.や「欲求基本構造」にまで思考の巾を広げながら形成し

ようとしている点，そして，「国民ニーズに対応する産業構造｣を理念の次元

にとどめるのでなく，次のような－つの具体的な形で提示した点，等は注目
されるところである。

「国民ニーズに対応する産業構造」の具体化の作業をおおざっぱにみてみ

よう。ただ，実際の報告書の論述は，「国民ニーズ型｣の思考系列と現実妥協
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型の思考系列が混合しており，研究書のように前者の系列を￣賞した形でと

り出せるわけではない○注目したいのはその具体化作業の方法である。

まず全体の基礎となる「国民ニーズ」について次のように云う｡「国民の

ニーズは，￣言では「充実し安定した生活の実現』にあるといえる.……／

我々は，まずある種の価値判断を加えつつ衣食住という人間生活の基礎的事

項にたち戻るとともに，健康の維持増進，余暇の充実､知的欲求の充足とい

ったより高次のニーズの把握を行うことによって，この充実し安定した生活

についての具体的イメージを描くことにする野)こうして，「国民ﾆｰｽﾞ｣の基

本構成として，「食生活，衣生活，住生活,健康維持，知的生活，教養娯楽，

社会の統合維持｣，の７つの項目が設定される.そして、それぞれの現状と変

化の方向が検討され，数量的な基礎となる表230)が導き出される。

表２国民ニーズに対応した直接需要
（IRI乢総所11}銃,汁ベース10億円,llIlflI45年歴年価桁）

この「国民ニーズ」が産業活動に関連づけられていくのであるが，この方

法のむつかしさについて報告書は次のように云う｡｢必ずしもその関連が明示

的に把握されているとはいえない。…国民のニーズと産業活動との関連の把

握は極めて困難な試みであり，ここでの分析もあくまで1つの試算であるＪ１）
この試みは，国民所得統計の個人消費支出，民間設備投資等の「分類を基礎

とし，これらを可能な限り細分化し，再編成して」行われるが，そうして導

き出される「需要額」は，表２の「直接需要」とその「直接需要を充足する
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ために間接的に必要とされる間接需要」とによって構成される｡そして，こ

の「間接需要」は，「民間設備投資需要(直接需要を充たすために必要とされ

る生産を行うための設備投資）および輸出需要（直接需要を充たすために必

要とされる輸入を可能とする外貨を猫得するための輸出）などによって構成

されている課

そして，この「需要額」（直接需要十間接需要)を充たすためのニーズ別の

「生産額」が試算され，それを産業別に分類したものが,表333)の「国民ニ

ーズに対応する産業構造」ということになるわけである。表３は，「国民二一
●

ズ」と「産業';!i造」の対応関係を示す「国民ニーズ型産業構造表」とでも呼

ぶべきものであり，それと産業連関表との関係や，再生産論的観点からの諸

問題等，興味ある問題を含んでいるが，それらの検討は今後の課題としたい。

表３昭和60年のニーズ別産業別生産額(昭和45年価格,１０億円）

社会の
統合維持

食生活 衣生活 佳唯活 健康維持 知的生活 敬愛娯楽

蓮
農林水産業

鉱業

食料品工業

激維工業

砥・パルプ

化学工業

石油・石炭製品

廟柔・土石

鉄鋼

非鉄金属一次

金属製品

一股機械

皿気概械

輸送機械

梢密機減

その他製造柔

麺股案

Ⅱ力・都市ガス

辺輸通信

商業

金鵬・保険

サービス業

計

6,450

270

18,290

７５０

10090

2,750

1,460

１，１９０

４，１８０

８８０

１，８２０

5,050

40590

3.960

３２０

2,760

5,950

７８０

40760

２０８１０

1,890

７，８５０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

９
８
溺
記
鋼
型
相
幻
調
閉
弱
弱
伯
誕
”
釦
“
訓
卸
弱
祀
例

４
１

１
１
１
１
３
１

１
４

１

1,090

６００

５２０

1.050

１．１１０

20250

2,450

２０９７０

８．６２０

1,790

5,470

７，３６０

１０↑４２０

４．４４０

７５０

8,910

21,350

2,560

5,140

８０８２０

2,330

19,610

86,800 280390 119,470 4９０７７０ 240390 450140 64,340

上記の報告書は，「国民ニーズ型産業構造」への転換によって，「成長のパ

ー６１－



金沢大学経済学部騎巣第９巻第２号１９８９．３

ターンは従来の民間設備投資主導型から，個人消費，政府投資および民間設

備投資がバランスのとれた姿に変っていく３)と云っている。当時の状況の中
では当然の認識と云えようが，上記の展開は特別な状況への対応という点を

離れた－つの方法として見ていく必要があるように思われる。つまり，上記

の方法は，様々な不透明さがあるとはいえ，「国民ニーズ｣という基礎のない，

無原則的な成長を志向する資本拡大型＝民間設備投資肥大型産業構造，その

結果としての対外膨脹型産業構造等への一つの具体的批判点の所在を示唆す

るように思われる。

「国際協調型」とみなしうるのは「80年代・構想」の産業構造政策指針で

ある。この国際的側面は，国際公共財の負担増を中心に置いた「国際貢献」

と，国際分業を中心とした「国際協調」によって成り立っている。産業構造

は主として後者とかかわっているが，円高や国際摩擦拡大等の継続の中で，

それまでの「動態的比較優位基準」に依る形をとっていない。「海外直接投

資の拡大」と「水平分業を通じた輸入拡大｣が主たる内容となっている:5)し
かし，これらが具体的な産業榊造とどのように関連しているかは必ずしもは

っきりしていない。そこには，羅列的な現象の整理と企業アンケート調査を

材料とした「国際分業の展開の方向」等があるだけである。例えば，主要１０

業種の企業アンケートにより，「従来型加工貿易分業型,工程間分業型，製品

差別化分業型，資本参加等による合意的分業型，その他」が，対先進国では，

｢現在･３６，１３，１４，３２，６％｣であるものが，「10年後･２１，１３，１８，４０，８％｣と

なる等の見通しが出されている:６１しかし，これらは必ずしも一定の考え方に

よる「政策指針」の内容ではないし，そこから，国際的にも，国内的にも，

一定の考え方の内実を備えた産業構造は浮かび上ってはこない。そのような

ことになる一つの要因は，先述したように，「市場機構は産業櫛造を転換さ

せる原動力」という認識があり，従って政策は，現実追認を前提とせざるを

えないということになるのかもしれない。というのも，その政策記述の多く

は，奔流のような資本の対外進出の追認と，諸方面に頻発する摩擦のそれぞ

れの場での対応の整理で占められているからである。もっとも，ＯＥＣＤの｢積

極的産業調整政策（PAP）の検討」等をとりあげ，「産業機造に関する国際

研究と各国間構造調整への条件整備」を主張している37)点を考えると，産業
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政策の国際協調の何らかの根拠を持った展開はこれから先の話ということに

なるのかもしれない。しかし，仮りにそうだとしても，その前提となる国内

産業概造の在り方について，現実追認でない確かな方向性が必要であること

は自明であろう。

上記報告書の国内産業構造の取扱について，「国際協調｣にかかわる部分を

みると，それは主として雇用に関係している。「報告書の基本的考え方の枠組」

を示した参考図によると，「海外直接投資拡大一投資残高の伸び12％の場合，

雇用減56万人，更に伸びを12→15％にすると41万人の減・輸入拡大-1980年

の製造業の輸入中間財比率5.2％が仮りに2倍であった場合，雇用減55万人」

が見込まれ，2000年にかけて約100～150万人程度の雇用減が出現することに

なる。これは，表４にあるように，主として「新規技術革新分野」（約117万

人増が見込まれている）と「サービス産業」の拡大によって吸収されるもの

と考えられている\)表４では,加工組立産業とサービス産業の拡大が｢生産

構造」＝生産額で見込まれているが，表５の雇用数の別の推計では，加工組

立産業の吸収力はそれほど大きくなく，結局，多くはサービス産業拡大によ

表４産業構造のダイナミックな変化

①海外直接投資等を通じた国際分業を進めることにより対外不均衡を是正。

②それに伴う雇用減等の国内経済への影響を新規技術革新分野の開発，ライフスタイル

等の変化等に対応したサービス産業の振興，産業の「ハイタッチ」化の推進を図ること

等により吸収。

（2000年の生産榊造（1970～80年の趨勢の延長)）

加工組立.産業２４％（1983年15.4％）

基礎資材産業１２％（’ノ15.1％）

生活関巡産業１１％（〃13.7％）

狭義サービス迩業２０％（〃15.8％）

(｢80年代・榊想」３頁の「考え方の枠組」を示した参考図の１部）

る雇用吸収が依り拠ということになるのである。果してサービス産業に，妥

当な条件のそれだけの雇用吸収力があるだろうか。疑問と云わざるをえない。

この点は別の機会に詳論することにしたい。
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表５就業構造の展望

(千人）卿
皿
、
泗
魎
唖
州
０

７
６
５
４
３
２
１

□
乙
麹
皿
二
四
唾

その他３次

侠義サービス

鉱業・処設

加工組立

艦礎資材

生活関連

１次廠業

1975８０８４９０９５（年）

通産省編「進む栂造調整と産業榊造の展望，構造調整ビジョン」通商産業調査会
1988,53頁。

３）「知識集約型」

「知識集約」という用語が政府文書に登場するのは，恐らく「中間答申」

が最初であろう。そこでは次のような定義が行われている。「70年代の産業

構造ビジョンー知識集約型産業構造」と題する小節の中で，「70年代におい

ては，知的活動の集約度が高い産業（知識集約産業）を中核とし，これを支

える基盤的産業やその他の産業においても，可及的に知識集約度を高めるよ

うな産業構造の姿が指向されるべきものと考える。このような産業構造の姿

を，以下知識集約型産業機造と呼ぶことにしよう。／ここで知的活動とは，

研究開究，デザイン，専門的技術，各種マネージメント等のほか，高度な経

験知識に支えられた技能の発揮等をも含み，広く経済活動における人間の知

的能力の行使を指すものと考える:i)そして，「知識集約化の計測」の試みと

して，「各商品価値を知識（知識労働)，単純労働，資本，資源(エネルギー

を含む）の４つの生産要素に分解し｣，産業連関モデルを使ってそれぞれの

集約度を計測している。その結果として，「資源集約度と知識集約度はおおむ

ね逆相関の関係に」あること等を提示している:o）

また，「これらの産業は，在来型の重化学工業に代って，７０年代の日本経

済の発展を十分に主導しうるであろうかｕとして，「知識集約型産業｣が主導

産業として提起されていることを示している。その産業の具体的「例示」と

－６４－
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しては，「研究開発産業(電子計算機，産業ロボット，集穐回路，ファイン・

ケミカル等)，高度組立産業(通信機械，ＮＣ工作機械，公害防止機器，高級

プラント等)，ファッション産業(高級衣類，高級家具，電気音響器具等),知

識産業（情報処理．提供サービス，ソフトウェア，コンサルティング等)｣４１）
があげられている。

「国民ニーズ型」を提唱した「70年代・ビジョン」では，「中間答申｣にお

ける，知識集約型産業の主導産業としての位冠づけを踏襲しつつ，それに加

えて，「国民の基本的ニーズ…に応えていくためのシステム的な産業｣或は｢大

型技術」等の発展と政策的バックアップが主張される。例えば，新都市シス

テム，住宅の流通・供給システム，医療システム等の開発およびそれに伴う

大型技術開発がとりあげられる。従って，「知識集約｣自体の位置づけは殆ん

ど変化していない。

むしろ，「知識集約化｣を重要な政策提言の一つにして，多様な内容を提示

したのは，「通商政策｣である。「創造性ゆたかな産業榊造の展開｣という章は，

「創造的知識集約化」をキーワードとして展開されている。即ち,｢70年代に

始った知識集約化の方向をより確実なものとしつつ，……80年代における知識

集約化は，より高度で，かつ，ソフトウェアの比重の高い技術の集約度を増

大させるとともに，より高次の知識，豊富な経験，ゆたかな創造性を有する

労働の集約度を高めることにより，高付加価値化を実現することを基本的方

向とするq｣と述でている。そして，そのための「６つの手法」を提案する。

(1)ソフトウェア化，(2)システム化（異業種，異技術間の連携),(3)スペシャリ

ティー化（新素材開発)，(4)ファッション化，(5)フィードバック化(新製品・

技術開発を生み出す有機的連撹)，(6)フレキシビリティー化(多品種生産に対

応するシステム開発)，という「３ｓ，３Ｆ」と呼ばれる６項目が示されてい

る。これらは，「知識集約型産業を主導産業として｣発展させることに加えて，

「個々の産業内においても知熱集約化を推進する」に際して基本的な｢手法」

となるものである:2)ここにおいては，なお「主導産業｣路線は踏襲されてい
るが，具体的に焦点をしぼることができない状況になりつつあり，「知識集

約」の枠組が拡散化する傾向にあると云えるであろう。

「80年代・構想」では，その拡散化の傾向は明白な形となり，｢産業構造の
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創造的知識融合化」が提唱される。次のように云う。「社会の各分野に蓄横

された多様な技術と知識のストックを有機的に連結し，･融合化し，これまで

になかったような新知識を生み出し新たな産業分野を切り開いていく創造的

プロセスー創造的知識融合化は，今後，各産業内において知識を集約化す

る方向とともに，産業のニューフロンティア拡大に向けての基本的な考え方

として位置づけることができる｡｣そして，「創造的知識融合化｣の代表的例と

して，エレクトロニクス技術，バイオテクノロジー，新素材技術等にみられ

る「技術主導の融合化」と，市場ニーズの多様性，文化性と情報技術化する

供給との融合によって新たな生活文化の創造が進展するとする「市場主導の

融合化」とがあげられている:3）
このように，産業構造にかかわる「知識集約」は，「知識集約型産業｣－

「創造的知識集約化」－「創造的知識融合化」という変化を辿ってきてい

る。これらは一体何を意味するのであろうか。これらは，端的に云えば，利

用可能な発展する既存の知識を産業の発展のために最大限に動員する｢技法」

の形態を意味しており，それらの変化は，その時々の効果的なそれらの発展

形態であると考えられる。それらは，上記の考察にみられるように，４つの

「知識」の要素，(1)産業技術、(2)情報化，(3)消費開発性，(4)柔軟な相互交流

的組織，などの要素を有しており，それらが産業の発展という目的に向って

「集約化」「融合化｣されるという構成をとっている。それらの「知識」は，

社会の進歩のための知識の－側面をなすものであるが，上記のいわば「知識

動員の技法」形態は，今後ますます社会進歩のあらゆる知識を産業のために

「動員」しかねない拡大浸透力を持っているように思われる。それは，例え

ばいわゆる冠スポーツ大会，冠コンサート，冠美術展等々，あらゆる部面に

浸透しつつあるいわゆる「カルチャー．マーケティング」の盛況44)等にも現
われている。

このような状況は，われわれに次のような問題をつきつける。多くの知識

が，資本としての産業のための知識という性格を強めつつあるのではないか。

産業の発展という価値フィルターを通した知識が盛況を極め，それ以外の知

識の在り方の「ゆがみ」を生み出しているのではないか。例えば，「国民ニ

ーズに対応する産業構造｣のように，産業が何らかの社会進歩の内実を持つ知
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識によって方向づけられるべきであって，その逆ではないのではないか。等

々の諸問題は，経済学や産業論の枠組を越える内容であるが，産業政策の論

議においてこのような社会学的，文化的，哲学的な論点に具体的に立入らざ

るをえない点に，上記論議の今日的特色があると云えよう。とは云え，それ

らの立入った考察は今後の課題とするほかはない。

〔注〕

１）この文轡のみ，産業概造調査会報告・答申である。

２）この答申の原題は「わが国産業榊造の方向」である。

３）この答申は，「80年代の通商産業政策のあり方に関する答申」と題するもので，産業櫛
造審議会総合部会の下に80年代政策特別小委員会が設けられ，審議された。

４）この報告書は，産業織造審識会総合部会企画小委員会による「２１世紀産業社会の基本
櫛想一産業構造の国際協調化と創造的知識融合化に向けて－」（５月26日）と題する報告
轡が刊行されたものである。

５）「60年代・課題」１～２，１３，２９頁。

６）「中間答申」１９～20頁。

７）田辺俊彦「新しい産業構造論の展開一産櫛審報告の問答を中心に－」「セミナー経済
学教室，現代産業論，中村秀一郎・鶴田俊正綱著」日本評論社，1975,190,188頁。
８）田辺俊彦，前掲香，191-192頁。

９）「70年代・ビジョン」１７～19頁。次のような文もみられる。「このような方向は，計画
化の長所と市場経済方式の長所とを両立せしめることを目指すものであるが故に計画的
市場経済方式と名付けることが適当であるＵ１９頁。

10）同上，１９頁.

11）「80年代・櫛想」８９～92頁。119～121頁

12）同上，125頁。

13）「70年代・ビジョン」４，１９頁。

14）「通産政策」131頁。

15）「60年代・課題」２９～30頁。

16）「中間答申」１４頁。

17）同上，１５頁。

18）「70年代・ビジョン」４～５頁。

19）「通商政策」３４，３６頁。

20）「80年代・構想」９０，１２１頁。

21）同上，８７～91頁。

22）「人間の制度的創造性が停滞してしまったのは，市場が人間的な組織を粉砕し，特色
のない均質的な腐蝕物に変えてから以後のことであるＵＫ・ポランニー，王野井芳郎・
平野健一郎鬮訳「経済の文明史」日本経済新聞社，1975,50～51頁．
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23）「60年代・課題」３２～34頁。

24）同上，５５～56頁。６３～65頁。

25）「中間答申」２３～25頁。

26）「通産政策」122～124頁。

27）「70年代・ビジョン」21-22頁。

28）〔注〕１０）の引用を参照のこと。

29）「70年代・ビジョン」２２～23頁。

30）同上，２７頁。

31）同上，４５頁。

32）同上，４３～48頁。

33）同上，４９頁。

「需要額」から「生産額」か導かれる方法は詳しく明示されていない。ここには多くの

問題があることは云うまでもないが，この報告密の場合はこの点に現実との多くの「妥

協」も混入されているように思われる。

34）同上，２９頁。

35）「80年代・榊想」９７～110頁。

36）同上，179～190頁。

37）同上，100頁。

38）同上，３頁。

39）「中間答申」２４頁。

40）同上，２６頁。

41）同上，２６～28頁。

42）「通商政策」123～126頁。

43）「80年代・榊想」９１～93頁。

44）田中利見ｒカルチャー・マーケティング－生活文化の商品戦略一』ビジネス社，1987。

（３）最近の産業構造政策の問題点

先にあげた『２１世紀産業社会の基本構想』（86年６月)(＝｢80年代・構想｣）

は，その編集に際しての序文が示すように，「経済構造調整研究会報告(前川

レポート)』（86年４月）と呼応しながら同じ基本的考え方で策定が進められ，

その後の政策指針，『経済審議会経済構造調整特別部会報告一櫛造調整の指

針一（新・前川レポート)」（87年４月）や，新内閣における『世界とともに

生きる日本一経済運営５ケ年計画』（88年５月)の産業構造政策関連において

も，その考え方が基本となっていると思われる。「80年代・構想｣は，産業構

造の「国際協調化と創造的知識融合化」を進めつつ，「国際貢献と内需拡大」
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を目指す経済への「構造転換・構造調整」をはかっていくことが基調となっ

ている。これにかかわる内容の中から，それの特色を示すと考えられる次の

４つの問題点をとり出し，要点のみを検討しておきたい。

１）「構造調整」の進展

「80年代・構想」の中心問題は「織造調整」である。この主要内容は，低

成長型産業の救済・転換と成長型産業の育成・拡大の政策であり，それらを

補充する政策として雇用対策が不可欠とされている点等は，「60年代･課題」

にもみられ，従来からの産業構造転換の円滑化・促進のための政策と同じで

ある。しかし，今回の場合，(1)国際的摩擦や円高圧力による影響によって，

産業構造の転換，「構造調整」自体が大きな政治的課題となったという点が，

従来との大きな違いである。そして，(2)成長産業が，「新規発展分野｣の産業

として多様な「ソフト化」「ハイテク化｣の内容で展開している点も江従来と
異っている。

このような「構造調整｣政策の中心となったのは，「産業樹造転換円滑化臨

時措置法」（1987年)である。この法律は，ｒ前川レポート』『２１世紀産業社会

の基本構想」『産業構造調整のための具体的施策の展開』（1986年12月産業構

造審議会提言）という，「三つの報告書を踏まえ，市場メカニズムの下で産

業の活力を失うことなく，地域経済，雇用への影響を極力緩和し，円高の下

で，縮少すべき産業の規模を円滑に縮少するとともに，内需を中心とする新

たな産業分野を拡大しつつ，国際協調型の産業構造を実現していくためのも

のとして,制定されたのである』

この法律は色々な意味を持っているが，とりあえずここでは，次の２点を

指摘しておきたい。･第１点は，「構造転換･構造調整」自体が産業構造政策の

中心に据えられ，それが，不況産業対策にとどまるようなものではなく，産

業活動のミニマム保証と「産業の活力」増強というより積極的な内容を持ち，

制度的にも体系的に,も整備された統合的な産業政策となっており，従来のそれ

とは違う画期的なものであるという点である。この点はまず次の点に現われ

ている。即ち，「本法は，総則の章に目的,国及び地方公共団体の責務，情報

提供及び定義の４つの条を置いており，この章において産業構造転換への国

及び地方公共団体の取組みの基本的枠組を明らかにしている。これは本法が，
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時限法でありながら，産業構造転換に関する基本法的意義をもっているとこ

ろからきている３従って，研究開発の促進や雇用対策(｢特定不況業種関係労

働安定特別措冠法」８３年，「特定不況業種雇用安定法」８８年等に依る対策)、

中小企業対策（｢特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法」「特定地域中小

企業対策臨時措冠法」等に依る対策)，等の｢政府が鱗じる諸施策は，本法の

諸措置とリンクして運用されるy形となっているのである。
第２の点は，上記の点から出てくる当然の事柄であるが，「転換｣の必要な

「個別事業者」への「助成措髄（税制優遇，基金・開銀の融資，第３セクタ

ーへの出資等)｣が，受身の「助成」でなく，新たな「産業の活力」を作り出

す，いわばとらえ返しの積極的「助成」という'住格を持っている点である。

それは，例えば，「転換｣に際する「事業提携」に対してまでも，「税制･金融

上の支援措置」と共に，さらに「独占禁止法上問題なく行い得るようにする」

施策がとられること4)に，代表的に示されている。また，「特定地域の経済

の安定及び発展並びに雇用の安定を図るため，特定地域における第３プロジ

ェクトの事業化，工場等の新増設等に対する，産業基盤整備基金による出資，

利子補給，傾務保証，開銀等からの融資及び特定地域における新商品・新技

術の開発,企業化その他新分野開拓事業に対する融資,償務保証が行われるy
点などにも示されていると云えよう。殊に，前述の「事業提携」について，

同業種間に対しては「独禁法との調整スキームを設け｣，異業種間では｢独禁

法上の問題が生ずるおそれは少ない」としてフリーにするという!)行届いた
「円滑化」施策がとられており，そこに独占化進展を容認するトーンさえ伺

われるのであるZ）

２）「融業化」と「ネットワーク化」

「融業化」という用語は，少くとも「広辞苑」にはない言葉であるが,｢８０

年代・構想」のキーワードである「創造的知識融合化」にかかわる重要な

意味を持っている。上記文書の中に，「産業の融業化｣という一節があり，そ

こでは２つの内容が示されている。１つは，「異分野技術の融合化｣であり，

経営多角化一異業種間交流を通じて行われる，複合的な新技術の開発の側面

である。２つは，「需要面においての融業化｣である。消費の多様化，細分化

に伴って，繊維だけでなく，住宅，生活用品等もファッション・デザインの
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創造が不可欠となり，消費財産業と文化創造力を有する産業分野との「融業
化」が現われているという側面である。そして，このような動向は，産業組
織面から次のように評価される。「産業の融業化の進展は一般に競争促進的効
果を有するものであり，産業組織政策の見地からも種極的に評価されるべき
ものである。このような融業化が既存法制等によって阻害されることのない

よう競争条件の整備を行っていくことが重要と考えられる３

さらに，情報化の進展は，「企業と企業の間，さらには企業と消費者の間
に製造，流通，輸送，決済，信用供与等の目的に応じて，，情報を媒体とした

ネットワークの形成を助長して」いる。そして，ここにも，「産業組織面か

ら評価すると，基本的には，ネットワークが新たな競争手段となり，競争が

活発化するとみることができるＵという見方が出されている:)しかし，これ

とは反対の側面があることも指摘されている。「しかしながら一方で，競争

環境にいくつかの変化がもたらされることも予想される。第１に，大企業と

中小企業の間でみられるような情報化への対応の差異がさらに企業間格差の

拡大をもたらすことがある。第２に，インターオペラビリテイ（相互運用性）
が確保されていないこと等のために特定システムの参入・脱退が制約化され，
取引関係が硬直化するおそれがあること，第３に，特定の大規模な情報シス

テムへの参加ができないためその市場から排除されるといった睦路独占発生

のおそれがあること等’適正な競争が阻害される可能性があることも否定で
きない３

「融業化」や「ネットワーク化」が，競争促進的であるか，独占化促進的

であるかの判断を的確になしうるためには，慎重な現状分析を必要としよう。
公正取引委員会資料は，企業間データ通信システムの導入によって，企業間
餓争の活発化と同じ程度に，「企業間格差の拡大｣と「グループ化・系列化の

進展」が現われるというデータを，企業アンケート調査に依って提示してい

る。しかし，この場合でも，独占化の進展には概して楽観的であり，特に，

異業種間については「新たな競争の発生」の側面を注目する:o)従って,独占

化進行に対する政策的対応も，概して現状維持を基調とする消極的なもので

あり，「80年代･概想」にいたっては，殆んど現状追認以上には出ていないと
思われる。
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そこで，「融業化｣や「ネットワーク化」に伴う独占化問題をわれわれが把

握しようとする場合，果して従来の独占資本主義論の枠組のみで十分に把握

できるであろうか。この問題は別の機会に論じるほかはないが，それへのア

プローチのためには，次のような発想を試みる必要があるのではなかろうか。
●●

即ち，(1)競争と調整の両ＩＨＩ面を併行して展開する独占，(2)多品種多量生産志

向の独占，(3)情報化・ソフト化を中心とする高度な技術に依る高付加価値

が独占利潤の源泉となるような独占，(4)情報ネットワークによるゆるやかな

連結関係に依る独占，(5)企業組織に高度な専門職業能力を集積することによ

る独占，(6)消費・生活の多様化に対する柔軟な対応力を有する独占，このよ

うな特色を有する独占の理論が必要となるのではないか。或は端的に,｢柔軟

な構造を持つ独占資本主義の理論」または「ソフトな構造を持つ独占資本主

義の理論」とでも云うべき，新しい独占資本主義の理論が必要となりつつあ

ると云えるのではなかろうか。

３）「民間活力の導入」

「80年代・構想」における「産業政策の新たな展開」の１つに,｢公共事業

分野における民間活力の導入」があげられ，「内需拡大政策｣の「呼び水」と

しての「民間型大型プロジェクトへの早期着手」が提示されている:!)この施

策を具体的に促進するため，８０年に「民間事業者能力活用指定施設整備促進

臨時措置法」が制定された。この施策の背景と内容は，(1)内需拡大の要請へ

の対応，(2)地方の種々のプロジェクトを振興し地域の活性化を図る，(3)経済

社会の基盤の充実に役立つ施設，即ち公共的な性格を有する事業を，民間の

力を活用して整備する。(4)民間の活力をうまく引き出すために「特定施設」

に呼び水的な助成措置を講じる，というものである:2)助成対象となる「特定

施設」は，同法第２条に規定されており，地域共同研究施設，情報化基盤施

設，国際会議場施設，旅客ターミタル施設等，公共インフラを中心に８項目

あげられ，８８年にはさらに，国際交流研修施設，臨海部活性化施設等，１０施

設が追加されている｡'3）

このような政策は，財政資金不足，内需拡大要請，社会資本の立遅れ，等

の当面の事情と，産業社会の高度化のための基盤整備の要求との合体の上に

出て来ているが，新しい形態の社会資本の拡充の追求として注目すべき問題
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を持っている。明らかに，公共部門への独占資本を中心とする私的資本の合

法的浸入であり，「社会的公共部門｣の「社会的」「公共｣とは何かを，改めて

問わねばならない事態が生じつつあると云えよう。その政策観の基調には，

多くの政府文書にみられるように，「社会的公共部門｣をも市場・競争原理に

よって「効率化」するという発想がある。それは，これまで全ての公共部門

にかんして要請されるようになった「自立採算性」をもう－歩進めて，公共

部門を市場機構の中に強制的に組入れ，「資本の論理｣の支配のもとに置くこ
とを強制するものである。

先述した「市場機能の不確実性の分野」の項でふれたように，公共部門は

もともと市場原理に乗らない独自性を持つ分野である。それは，単に「効率

性」や「採算性」という経済性の観点からのみ云いうることではない。「公

共」という社会関係は，有力な私的（資本）構成員に影響されることなく，

その榊成員の主体的参加によって協同的にしかも一つの活動主体として形成

されるという，私的資本とは異質の組織的独自性を有している。その活動主

体の組織の在り方として，従来までの官僚的な運営を脱皮し，新しい内容の

公共部門の在り方が追求されるべき時に来ていることは確かであるが，それ

は，私的資本の利潤競争をモメントとする市場原理依存の発想においてなさ

れるのは，上述の点から妥当とは云えないと思われる。これと同質の問題の

指摘は行政法学の立場からもなされている。例えば，晴山一穂氏は次のよう

に指摘している。「民活論の発想は，民間企業活力の可能な限りの発揮を至上

の価値とみなし，この価値の実現に適合的な方向で既存の法制度の抜本的な

見直しと改変を求めるというものであったが，このような発想は，従来の行

政法学の発想とは全く異質な発想である。すなわち，従来の行政法学におい

ては，行政を一定の公共的価値を体現するものと促え（たとえば，都市計画

行政における「都市の健全な発達と秩序ある整備｣，消費者行政における｢消

費者の安全の確保」など)，その価値の実現に向けた法理の形成や個々の法

解釈論の構築を志向してきたといってよい。……民間企業活力の最大限の発

揮を至上目的とする民活論の発想は，このような行政の基本的存在理由＝行

政の公共性と真向から対立するものであるといってよいと思われる魁））

４）「新しい生活文化創造」と「雇用の流動性」…
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「80年代・榊想」の一つの大きな特色は，それ以前の「ビジョン」では｢生

活の質的向上」として問題にされていた事象を，新しい時代の幕開けの意味

を込めて，「新しい生活文化創造の胎動期」としてより穣極的な位置づけと内

容を盛込んだことである。この「生活文化創造」のベースになった文書は，

恐らく８４年に出された，経済企画庁国民生活局綱「消費構造変化の実態と今

後の展望一「大衆消費」から「消費ルネサンス」ヘー』であろう。当時，早

く品切れとなるほど話題を呼んだこの文書は，次の－文で結ばれている｡｢2000

年に向かって国民の消費は，技術革新や情報社会の進行も手伝って量的・物

的充足のみにとらわれることから解放され，基礎的，画一的なものから感性

と多様性に富んだ随意的，個性的，自己実現的消費へと発展するであろう。

／そして消費が高度で，人間的かつ美的価値意識に溢れた新しい文化創造と

なることが期待されよう。／今や「大衆消費」から「消費ルネサンス」への

時代が開かれんとしているＦ１

「80年代・構想」における「新しい生活文化創造」は，産業構造政策とし

ては，内需拡大の効果的要因として，産業に大きな刺激を与えるものとして

登場する。それのための「産業基盤整備」が，(1)良質な住宅の整備，(2)生活

関連社会資本の整備，(3)多様で柔軟な雇用システムの確立，(4)産業の「ハイ

タッチ（感性志向型)｣化の促進，(5)消費者利益との調和，等の内容で提示さ

れている:6)これらの状況は，「生活文化｣の有様が産業構造の在り方に一定の

方向づけを与えうることを示しているが，先述した「70年代・ビジョン」の

「国民ニーズ型とどこが違っているのであろうか。第１には，「80年代･織

想」の場合，「生活｣と産業の間を関係づけるものは，基本的には市場機構で

あり，政策は市場機能の効果を高めつつ，緩やかな誘導政策を行うにすぎな

いのに対し,「国民ニーズ型」はフレームワーク作りに計画経済方式が導入さ

れている，という違いがある。第２には，「80年代・構想」の場合，「生活文

化」が産業を規定する領域は極めて限られており，それは産業構造の在り方

の基調を作る基本的要因とはなっていないのに対し，「国民ニーズ型｣の場合

は，「国民ニーズ｣がその基本的要因となっているのである。第３には,｢80年
●

代・構想」の場合の方ｶｾﾞ，消費の多様さ，自主性，随意性等が「生活文化創
●

造」というより能動白勺なイメージで捉えられ，フレームワーク作りとしての
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計画経済方式との社会システム的な対応関係が考えにくい状況がある，とい

う点である。この点は，例えば，消費・生活の３構造，基礎的消費ｂ社会的

必要消費（教育，保健，交通等)，選択的消費等の各々の特質に応じて，産

業構造のフレームワークの対応形態を多様に考えていく，といった社会シス

テム上の諸問題とかかわるところである。「80年代・構想｣は，そのような複

雑な問題を現象的に示しはしたが，市場機織以上の将来の社会システム上の

問題については何等のヒントも与えてはいないのである。

「80年代・構想」は，「新しい生活文化創造への胎動期」には,「多様で柔軟

な雇用システムの確立」が必要となると共に，産業構造転換に伴う雇用ミス

マッチの解消の必要からも，「雇用の流動性の確保｣政策が行われなければな

らないとしている。このような雇用対策は，基本法としての雇用対策法に基

づく８３年の雇用対策基本計画の中に既に提示されているが，上記のような状

況や円高の進展と共に、その政策内容は一層拡充されている。そして,｢30万

人雇用プログラム」のような労働省主導の雇用対策は，否応なしに｢80年代・

構想」の提案するような通産省主導の産業榊造政策の補強政策としての性格

を強めているように思われる。

例えば，上記のような労働省関係雇用対策の中心的な法律である，８７年の

ａ「地域雇用開発促進法｣，８８年改正のｂ「特定不況業種雇用安定法」は，

先述の87年のｃ「産業構造転換円滑化臨時措置法」と密接な関連をもって運

用されている。ａの場合，地域指定が３通りあるが,，その広い範囲にわたる

地域はｃの地域指定と同じであり，それらは連動して運用される。また，ｂ

の方も，予防的な指定業種（104業種)と本来の特定不況業種（34業種）とが

あるが，ｂや中小企業の関連法の指定業種とそれらを比べてみると，全く同

じではないが大部分重なりあっており，産業政策と雇用政策の密接な関係を

伺い知ることができる。そしてまた，雇用政策が産業政策に接近する大きな

要因として注意しなければならないのは，雇用対策としての国からの助成金
●●●

は，雇用保険，失業保険を除し､て，全て直接には事業主に対して支給される

という点である。例えば，特定不況業種で事業縮少に伴って雇用者の休業，

教育訓練，出向を行う場合，手当，賃金の2/3(中小企業では3/4)が雇用調整助

成金として助成されるが，それは事業主に対して行われる。このような助成
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金・給付金は，高齢者対策も含めると，国関係だけで'3種類，県･市独自のも

のを加えると，普通の場合で20種類にはなるであろう。量的な態勢としては

周到と云えるほどのこれらの全てが事業主への給付の形態をとっているので

ある:71この形態で,果して，弱い立場にある労働者の，また，600万人にの

ぼると云われる「不安定就業者」の，自主的な職業選択の意見や地域に根ざ

す様々な独自的生活条件等を十分汲み上げうる人間的な雇用対策をなしうる

のであろうか。疑問と云わざるをえない。地域の職業安定所の相対的に少な

い人員（行政改革の波をここも受けている）での努力にもかかわらず，量的

な態勢が周到な割には，雇用対策の質的内容の向上に十分な効果が得られて

いないのは，上記のようなあまりに事業者中心の雇用対策の形態にその重要

な原因の一つがあるように思われる。
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１５）経済企画庁国民生活局綱「消費樹造変化の実態と今後の展望一ｒ大衆消費」から「消

費ルネサンス」へ一』大蔵省印刷局，1984゜この見解への疑問は，拙稿「現代の消費と

生活一「消費ルネサンス」の実像一」前掲聾，において述べている。

16）「80年代・栂想」115～119頁。

17）拙稿「円高，産業櫛造変化のもとでの石川県における扇用対策とその問題点｣｢北経調

季報」Ｎｑ６，春，1988,4北陸経済調査会。

５．むすぴ

戦後日本の産業構造政策は，様々な変化を経ながら，産業活力の増強と停

・滞産業の救済を，強力で多面的な諸施策によって行ってきた。それが，戦後

日本経済の発展の大きな支えとなってきたことは云うまでもない。このよう

な強力な産業溝造への介入政策は，他の先進諸国ではみられない｢日本的産業政

策」であると云われてきたが，1970年代には，先進諸国ばかりでなく，ＮＩ

ＥＳをはじめとする発展途上国からも注目されていった。このような「日本

的産業政策」が出現する背景には，維新以来の先進国キャッチアップの政策

観の伝統や，戦時統制経済の流れが残存している。それに加えて，戦後の復

興と自然資源の稀少性に対処して資金・資源の効率的・重点的配分の必要性，

市場機能の不確実性増大を補充する産業秩序形成の必要性，等がその背景と

なっている。

このような産業構造政策は，「ビジョン」と云われる政策指針に沿って展開

されているが，その「ビジョン」の中味や実際の政策は，産業の直面するそ

の時々の諸問題への対応に規定される場合が多く，「ビジョン｣において，科

学的な理論や生活者優位の理念が十分考慮されることは少ないように思われ

る。その政策指針の考え方の基本は，市場機構・競争による活力増強とその

「不確実性分野」の補充政策という綱成をとっている。そして，以前は市場

機能への懐疑が強く，従って「不確実分野」対応政策に重点が置かれていた

が，その後市場機能促進政策とその対応政策がほぼ同等の位冠づけに変化し，

今日では市場機構・自由競争による活力向上が重視されている。それは，例

えば，公共分野への「民間活力の導入」「雇用の流動性確保｣，福祉・教育・

生活関連サービスの産業化の進展等に現われている。このような政策によっ
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て，市場機構に元来適合的でない独自の存在価値を持つもの，特に｢社会的」

なものが，市場的にしか評価されない状況が進みつつあると云えよう。

これまでの産業構造政策指針が提示した産業構造には，大別して３つのタ

イプがある。ａ「重点産業設定型｣，ｂ「国際協調型｣，ｃ「国民ニーズ型」

である。多くはこれらの混合型であるが，時代の推移に伴って，ａからｂへ

力点が移っている。ｃは概ね付随的な要因として取扱われている。ただ，１９７４

年の『産業構造の長期ビジョン』は，石油危機下の日本経済の先行き不透明

感の中で出された特異な「国民ニーズ型」の内容を持っている。そこでは，

「衣，食，住，健康維持，知的生活，教養娯楽，社会統合維持」の７項目の

「国民ニーズ」を基本的規定要因として，需要・生産額が項目毎に算出され，
●

「国民ニーズ型産業概造表」とでも云うべきものが提示されてし､る。むろん

この中には多くの現実との妥協が含まれているが，産業構造形成の基本的規

定要因に「生活内容」を置く方法を，多くの制約条件の中で具体的に提示し

ている点に注目すべきであろう。「資本の論理｣による産業構造から，「生活

の論理」による産業構造への変換の方向づけと具体的方法の理論的作業は，

まずこの辺を切り口として考えていく必要があるように思われるからである。

最近の産業構造政策に登場した「新しい生活文化創造のための産業基盤麹蔚」

という考え方は，上記と－見似ているが，それが産業構造形成の基本的規定

要因とされているわけではなく，また，市場機構を介しての｢生活文化創造」

という発想がなされている点でも，上記とは質的に異っている。

最近の産業構造政策指針の基調は「国際協調型」であるが，そこには羅列

的な現状の整理と企業アンケート調査による現状追認的な「国際分業の展開

の方向」があるだけであり，産業構造の有様を規定する，社会的進歩を内在

した国際的理念は明確には現われていないように思われる。産業榊造のレベ

ルでは，結局は，将来展望の明るい高度加工組立業とサービス業を中心とす

る諸産業の活力の増強と持続のための施策，およびそれを前提とする国際協

調の現状追認的な施策に帰着しており，思考の次元の浅さや方法論的な見地か

らみて，「国民ニーズ型｣の場合より明らかに後退していると云わざるをえな

い。

また，その産業活力の増強施策の面は，例えば，国内施策の基本法とも云
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うべき「産業横造転換円滑化臨時措置法」による産業構造政策の総合性，諸

助成措置の積極性等にみられるように，一段と強められていると云ってよい。

そしてまた，情報化に依る「産業の融業化」や「ネットワーク化」の推進施

策によって，「柔軟な織造を持つ，ソフト化された独占資本主義｣とも云うべ

き形態の，新たな情報的独占化が促進されている点は十分な注意を必要とす

るように思われる。

以上のような諸問題に対し一層徹底した分析のメスを入れ，「生活の論理」

を基本的規定要因とするあるべき産業構造への道を見出していくためには，

政策指針と現実過程とのギャップや国際的関係等の現状分析と共に，それと

並行して，産業構造と生活の在り方，新しい独占形態，新しい社会システム

等とを関係づけた，新たな総合的な批判的論理の構築作業が必要であるよう

に思われる。以上の考察は，そのような大きな課題へのアクセスを探がす，

いわば準備作業をなすものである。

（本論文は文部省科学研究費〔総合研究Ａ－代表者．北原勇慶応義塾大学教

授〕の援助に依っている｡）

（1989.1）
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